
清
代
鼻
海
関
の
徴
税
機
構

一
保
商
制
度
を
中
心
と
し
て
i

岡

本

隆

司

【
要
旨
】
　
南
京
条
約
以
前
、
中
国
の
対
西
洋
貿
易
を
一
方
で
規
定
し
た
清
朝
の
体
制
は
、
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内

容
に
は
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
磨
海
関
設
置
よ
り
条
約
締
結
ま
で
、
西
洋
貿
易
に
お
け
る
広
東
で
の
取
引
と
徴
税
の
あ
り

方
を
、
蓼
海
関
と
島
国
商
人
の
関
係
を
中
心
に
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
洋
貿
易
を
管
轄
し
た
響
海
関
で
は
、
商
人
と
の
関
わ
り
か
ら
形
成
さ
れ
る
に

至
っ
た
徴
税
機
構
た
る
保
商
制
度
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
の
中
核
と
み
な
さ
れ
て
き
た
「
公
行
」
1
1
「
独
占
」
と
は
、

厳
密
に
い
え
ば
、
保
磁
制
度
の
弥
縫
的
維
持
の
た
め
の
副
次
的
な
組
織
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
保
商
制
度
の
展
開
は
、
当
時
の
取
引
の
あ
り
方
と

も
密
接
な
連
関
を
有
し
、
条
約
の
内
容
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
問
題
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
五
号
　
一
九
九
二
年
九
月

染代蜷海関の徴税機構（岡本）

は
　
じ
　
め
　
に

南
京
条
約
（
一
八
四
二
年
目
前
後
の
中
国
と
イ
ギ
リ
ス
を
始
め
と
す
る
西
洋
と
の
関
係
は
、
従
来
よ
り
中
国
近
代
史
の
一
つ
の
重
要
な
前
提
と

み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
広
東
一
港
貿
易
を
中
心
と
し
て
す
で
に
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
中
国
側
の
史
料
が
比
較
的
整
備
さ
れ
、

外
国
側
史
料
も
利
用
可
能
な
た
め
、
夙
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
な
こ
と
は
ほ
ぼ
論
じ
尽
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
、
中
国
の
対
西
洋
関
係
を
一
方
で
規
定
し
た
清
朝
側
の
体
制
は
、
「
広
東
シ
ス
テ
ム
（
o
雪
8
昌
ω
誘
仲
§
）
」
と
し
て
理
論
化

が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
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「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
「
条
約
」
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
確
か
に
事
実
と
し
て
動
か
し
が
た
い
。
過
去
の
研
究
は
多
か

れ
少
な
か
れ
、
「
前
近
代
」
と
「
近
代
し
と
の
対
比
に
お
い
て
、
門
限
的
な
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
を
打
倒
・
開
放
し
た
「
条
約
」
と
い
う
論
の

展
開
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
現
在
で
は
も
は
や
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
よ
う
。

け
れ
ど
も
、
「
条
約
」
と
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
と
の
対
立
面
よ
り
連
関
性
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
節
点
は
ど
こ
に
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
「
条
約
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
款
は
、
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
形
成
、
運
用
さ
れ
、
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。

例
え
ば
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
決
し
て
十
分
な
解
答
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
現
状
は
、
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
そ
の
も
の
の
検
討
に
な
お
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
「
公
行
」

制
度
を
中
心
と
し
た
通
説
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
モ
ー
ス
（
M
由
O
ω
O
騨
じ
d
㊤
一
一
〇
β
ン
R
O
同
ω
Φ
）
琉
は
そ
の
幾
多
の
先
駆
的
業
績
で
、
「
公
行
」
1
ー
ギ
ル
ド
ー
1
「
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

占
」
と
い
う
図
式
を
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
の
中
核
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
彼
を
継
承
・
批
判
す
る
以
後
の
研
究
も
、
概
ね
こ
の
図
式
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ギ
ル
ド
や
「
独
占
」
の
存
在
と
い
う
史
実
自
体
が
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
総
称

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
の
あ
り
よ
う
が
こ
れ
ら
に
帰
一
さ
れ
説
明
さ
れ
て
き
た
傾
向
は
否
め
な
い
。
何
よ
り
も
「
独
占
」
に
注
目
す
る
と
い

う
立
場
か
ら
暫
ら
く
離
れ
て
、
「
公
行
」
を
構
成
し
た
と
さ
れ
る
商
人
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
彼
ら
と
輿
海
関
と
の
関
係
を
改
め
て
位
置
づ
け

て
み
る
こ
と
も
不
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
清
初
の
海
関
設
置
よ
り
ア
ヘ
ン
戦
争
前
夜
に
至
る
ま
で
、
西
洋
貿
易
に
対
し
、
鯉
海
関
で
は
い
か
な
る
形
で
取
引
と

徴
税
が
行
わ
れ
、
そ
の
形
態
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
っ
た
の
か
、
を
解
明
し
て
み
た
い
。
西
洋
貿
易
に
当
た
る
商
人
の
徴
税
請
負
は
す
で

に
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
し
く
み
を
系
統
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
清
瀬
の
轡
海
関
で
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
、
商
人
が
構
成
し
た
微
税
機
構
た
る
墨
黒
制
度
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
公
行
」

に
代
表
さ
れ
る
「
独
占
」
と
は
、
保
商
制
度
の
弥
縫
的
維
持
の
た
め
設
け
ら
れ
た
副
次
的
組
織
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
ひ
い
て
は
、
「
広
東
シ
ス
テ
ム
」
再
検
討
へ
の
一
つ
の
足
掛
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
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清代慰海関の徴税機構（岡本）

　
以
下
、
ま
ず
噂
海
関
設
置
当
時
の
事
情
を
取
り
上
げ
、
噂
海
関
が
そ
も
そ
も
有
し
た
性
格
・
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
属
し

た
商
人
の
役
割
に
論
及
す
る
。
次
に
雍
正
年
閾
を
中
心
に
、
箏
海
関
で
の
官
・
商
関
係
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
対
外
取
引
と
そ
の
徴
税
の
あ

り
方
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
に
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
い
わ
ぼ
制
度
化
し
た
保
商
制
度
の
展
開
を
動
態
的
に
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、
な
か
ん
ず
く
第
三
節
は
概
観
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
に
、
既
に
論
じ
ら
れ
た
問
題
の
省
略
や
重
複
は

免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
な
り
の
体
系
を
構
築
す
る
た
め
敢
え
て
そ
れ
も
避
け
な
か
っ
た
。
予
め
諒
承
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

①
　
麟
尊
ご
’
竃
。
強
い
㌧
§
馬
9
ミ
恥
ミ
G
ミ
§
”
い
。
民
0
9
g
o
．
払
Φ
O
り
■
§
恥
N
ミ
ミ
ー

　
謡
ミ
、
§
ミ
ミ
ミ
職
。
塁
ミ
、
ミ
O
ミ
ミ
声
量
｝
S
尊
、
偽
層
ノ
δ
一
．
一
戸
の
ゴ
⇔
磨
ぎ
ご
卑
。
‘

開
海
・
設
関
・
洋
貨
行

一
㊤
一
P
§
馬
O
ミ
§
普
、
携
ミ
暮
馬
旬
翁
ζ
“
ミ
き
O
§
S
ミ
蔓
↓
噛
塔
ミ
Ω
碍
、
o
O
ミ
噛
§

ま
野
心
。
。
’
ミ
脇
㎝
〈
〇
一
ω
こ
O
x
「
o
「
阜
一
露
ρ
お
b
。
O
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
康
熈
一
七
（
一
六
七
八
）
年
と
い
え
ば
、
順
治
二
二
（
一
六
五
六
）
年
に
発
布
さ
れ
、
康
煕
元
（
一
六
六
二
）
年
よ
り
改
め
て
強
化
さ
れ
た
海
禁
が
な

お
励
行
さ
れ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
こ
の
年
、
ペ
レ
イ
ラ
（
じ
d
雪
。
界
勺
震
①
貿
㊤
）
を
正
使
と
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
北
京
派
遣
使
節
が
清
朝
に
入
貢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

表
文
を
進
め
獅
子
を
献
じ
た
。
そ
の
主
な
園
的
は
、
一
六
六
七
～
一
六
七
〇
年
の
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
（
窪
手
8
一
山
①
ω
巴
α
雪
ぎ
）
使
節
で
失
敗
に
終

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

わ
っ
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
通
商
の
自
由
獲
得
で
あ
り
、
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
（
閃
Φ
吋
α
一
口
P
誘
畠
　
ノ
＼
O
同
一
∪
一
Φ
o
o
け
）
の
仲
介
を
得
て
達
せ
ら
れ
た
。
清
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
マ

側
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
ペ
レ
イ
ラ
は
そ
の
際
、
「
鯉
舞
の
講
社
困
苦
を
見
、
部
に
赴
き
て
呈
控
」
し
た
と
い
わ
れ
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
康

煕
一
八
（
一
六
七
九
）
年
、
陸
路
で
の
貿
易
が
准
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
康
熈
二
〇
年
末
か
ら
六
年
間
広
東
富
麗
に
任
じ
た
李
士
長
ら
に
よ
る

と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
た
。

　
　
こ
の
と
き
は
海
禁
が
未
だ
解
か
れ
て
お
ら
ず
、
マ
カ
オ
も
学
外
に
属
し
て
い
た
の
で
、
中
国
商
人
が
マ
カ
オ
に
行
く
こ
と
は
禁
止
し
、
許
さ
な
か
っ
た
。

　
　
外
来
の
船
舶
が
マ
カ
オ
に
齎
ら
し
た
貨
物
と
香
山
県
に
到
る
中
国
商
人
の
船
舶
〔
の
貨
物
と
〕
は
、
陸
路
を
経
由
し
て
野
口
ま
で
運
び
、
そ
こ
で
貿
易
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
行
な
う
こ
と
と
し
、
海
路
で
の
往
来
は
許
さ
な
か
っ
．
た
。
市
心
室
を
し
て
〔
税
を
〕
徴
収
せ
し
め
た
。
（
〔
　
〕
内
は
引
用
者
補
足
、
以
下
同
）
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こ
う
し
た
陸
路
貿
易
に
対
す
る
徴
税
を
掌
っ
て
い
た
の
が
市
二
叉
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
愚
書
司
は
専
設
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
塩
課
提
挙
司
が
兼
任
し
、
塩
課
市
営
論
叢
司
、
略
し
て
塩
市
提
挙
司
と
称
さ
れ
た
。
順
治
一
〇
（
一
六
五
三
）
年
に
、
シ
ャ
ム

・
オ
ラ
ン
ダ
の
船
が
相
次
い
で
広
州
・
マ
カ
オ
に
来
航
、
朝
貢
を
求
め
た
と
き
、
塩
課
帰
塁
謹
白
馬
丁
と
痛
罵
学
府
参
将
沈
上
達
が
尚
可
喜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

互
市
の
利
を
説
き
、
北
京
の
認
可
を
受
け
て
「
遠
人
を
招
納
」
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
以
後
、
平
静
王
の
下
で
塩
課
提
唇

面
が
市
舶
司
を
兼
ね
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
陸
路
貿
易
を
管
理
し
た
提
挙
の
張
湊
も
「
曾
て
逆
藩
の
為
に
辮
事
せ
る
」
者
で
あ
り
、
私
抽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
た
め
参
劾
さ
れ
て
い
る
。
徴
税
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
二
年
余
り
経
過
し
た
康
熈
一
ご
一
年
の
正
月
に
及
ん
で
、
部
選
の
同
知
が
前
山
塞
に
駐
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
、
税
務
と
禁
捌
品
取
締
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
厳
密
な
意
味
で
の
朝
貢
、
お
よ
び
そ
れ
に
付
帯
す
る
貿
易
を
除
け
ば
、
以
上
の
マ
カ
オ
の
陸
路
貿
易
の
み
が
、
当
時
公
式
に
認
め
ら
れ
た
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

外
貿
易
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
貿
易
が
年
に
二
万
両
ほ
ど
の
税
収
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
一
方
面
、
清
朝
を
し
て
遷
界
令
な

ら
び
に
海
禁
を
実
施
せ
し
め
て
い
た
要
因
そ
の
も
の
が
取
り
除
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
鄭
氏
の
勢
力
は
衰
退
に
向
か
い
、
康
熈
一
九
（
一
六
八
○
）

年
に
学
歴
・
金
門
二
島
を
棄
て
て
台
湾
に
退
き
、
二
二
（
…
六
八
三
）
年
、
つ
い
に
清
朝
に
降
伏
し
た
。
こ
こ
に
及
ん
で
、
江
南
・
半
白
・
福
建

・
広
東
の
沿
海
四
省
を
展
界
す
べ
く
、
前
当
省
に
工
部
侍
郎
金
鳳
瑞
と
副
都
御
史
前
置
恰
が
、
後
出
省
に
は
吏
部
侍
郎
杜
猿
と
内
閣
学
士
石
柱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
現
地
巡
察
に
派
遣
さ
れ
た
。
再
製
に
よ
れ
ば
こ
れ
に
は
四
つ
の
目
的
が
あ
り
、
そ
の
第
四
と
し
て
、
海
禁
以
前
の
よ
う
に
沿
岸
で
「
船
舶
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

通
じ
、
外
洋
に
行
質
す
」
る
の
を
許
す
か
否
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
翌
康
照
二
三
年
七
月
一
一
臼
、
杜
頚
と
と
も
に
福
建

・
広
東
に
赴
い
た
石
柱
は
、
海
上
貿
易
は
明
末
以
来
開
い
た
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
地
督
撫
ら
の
意
見
に
従
い
、
そ
の
解
禁
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

～
二
年
猶
予
を
お
く
べ
き
で
あ
る
、
と
康
煕
帝
に
復
命
し
た
。
だ
が
、
帝
は
こ
れ
を
却
け
海
上
貿
易
の
開
放
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
海
上
貿
易
開
放
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
と
き
急
に
決
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
北
京
で
は
既
定
の
方
針
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
漸

江
に
お
い
て
も
山
東
と
同
様
に
、
五
〇
〇
石
以
下
積
載
の
船
舶
が
海
上
に
出
て
貿
易
・
捕
魚
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
、
と
い
う
金
言
鑑
の
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

言
が
す
で
に
康
熈
二
三
年
四
月
に
容
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
海
上
貿
易
に
対
し
て
は
、
ど
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の
よ
う
に
徴
税
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
年
六
月
初
五
B
の
戸
科
給
食
中
急
心
の
条
疏
に
対
す
る
上
諭
で
は
、

　
　
　
〔
こ
の
海
上
貿
易
に
対
し
〕
税
課
を
徴
収
す
る
の
は
創
め
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
し
例
を
定
め
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
商
人
の
累
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
関
差
の
例
に
従
い
、
部
院
の
賢
能
な
司
官
を
〔
現
地
に
〕
派
遣
し
て
、
則
例
を
適
宜
定
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
見
え
て
お
り
、
こ
れ
に
従
い
、
広
東
・
福
建
の
二
軸
に
は
短
慮
青
図
と
呉
世
把
が
収
税
二
心
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
以
下
、
や
や
長
く
な
る

が
、
康
煕
二
三
年
八
月
二
六
日
付
の
戸
部
の
墨
磨
に
引
く
彼
ら
の
墨
文
に
拠
っ
て
、
そ
の
措
置
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
広
東
・
福
建
で
は
も
と
も
と
徴
税
を
行
な
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
各
誌
の
仏
心
を
持
っ
て
行
き
、
貨
物
の
品
質
に
応
じ
て
適
宜
定
例
を
増
減
す
る
。

　
　
広
東
・
福
建
に
は
元
来
収
税
を
行
な
う
衙
門
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
我
々
は
到
着
し
た
日
に
衙
門
設
立
に
最
も
適
し
た
場
所
を
調
査
し
、
原

　
　
案
を
定
め
て
該
省
の
督
撫
に
わ
た
し
、
衙
門
を
設
立
さ
せ
る
。
衙
門
の
書
辮
と
各
種
の
衙
役
は
、
各
面
の
例
に
従
っ
て
召
募
す
る
。
広
東
・
福
建
沿
海
地

　
　
方
は
遼
闊
で
燕
子
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
足
り
な
け
れ
ば
、
零
細
と
会
同
し
具
題
し
て
増
設
す
る
。
我
々
の
徴
収
し
た
税
銀
は
布
政
司
に
引
き
わ
た
し
、

　
　
実
収
を
受
領
し
て
、
我
々
が
自
ら
戸
部
に
差
し
出
す
額
を
報
告
す
る
。
広
東
・
福
建
は
遠
隔
の
地
で
、
徴
税
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
各
関
既
定
の
よ

　
　
う
に
四
季
に
送
卜
す
る
の
は
難
し
い
か
ら
、
年
に
二
度
送
る
よ
う
に
す
る
。
海
口
は
多
く
、
地
方
は
遼
闊
な
の
で
、
常
時
巡
査
し
な
け
れ
ば
脱
税
が
起
こ

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
各
号
の
例
に
は
従
わ
ず
、
我
々
の
年
来
知
る
と
こ
ろ
の
筆
帖
式
を
指
名
し
て
も
う
一
員
ず
つ
多
く
つ
け
る
。
さ
ら
に
、
海
港
内
の
橋
・
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
で
取
引
す
る
船
・
車
に
対
し
て
も
一
律
に
微
税
を
行
な
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
以
上
が
「
開
海
征
税
則
例
」
と
称
さ
れ
た
広
東
・
福
建
に
お
け
る
海
関
設
置
の
草
案
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
提
議
の
多
く
は
、
内

地
の
「
各
関
の
例
に
照
ら
し
て
」
、
あ
る
い
は
、
「
修
身
の
例
に
照
ら
さ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
内
地
関
の
組
織
を
基
準
に
な
さ
れ

た
こ
と
が
魚
取
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
設
立
さ
れ
た
海
関
は
、
行
政
体
系
全
体
か
ら
み
れ
ば
『
康
煕
会
典
』
所
載
の
戸
部
に
属
す
る
二
一
樒
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
含
ま
れ
、
や
は
り
内
地
諸
関
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
以
上
の
経
緯
よ
り
す
で
に
明
ら
か
な
こ
と
か
も
し

れ
な
い
が
、
宜
爾
格
図
ら
の
上
の
措
置
に
加
え
、
九
卿
麿
事
亀
田
の
会
議
で
出
さ
れ
た
、
平
海
者
の
姓
名
登
記
、
保
結
提
出
、
軍
票
発
行
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
事
柄
を
実
施
す
る
よ
う
彼
ら
に
特
に
通
知
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
と
き
の
設
関
は
そ
も
そ
も
「
出
海
貿
易
」
、
つ
ま
り
、
中
国
人
が
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海
上
に
出
て
行
な
う
貿
易
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
晦
関
の
設
置
は
海
禁
解
除
、

す
な
わ
ち
、
公
式
に
認
め
ら
れ
た
中
国
人
の
海
上
進
出
に
伴
っ
た
、
内
地
関
の
沿
海
へ
の
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
換
言
す

れ
ば
、
外
国
船
の
来
華
貿
易
に
対
す
る
管
轄
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
考
慮
の
外
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
康
熈
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（一

Z
六
八
）
年
、
所
定
の
貢
期
に
非
ざ
る
外
来
の
貿
易
は
一
律
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
マ
カ
オ
へ
の
来
航
を
事
実

上
認
め
て
い
た
点
で
唯
一
の
例
外
と
も
言
え
る
上
述
の
陸
路
貿
易
は
、
市
舶
司
の
管
轄
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
康
煕
二
四
（
一
六
八
五
）
年
、
朝
貢
船
舶
の
貿
易
へ
の
課
税
を
求
め
た
福
建
総
督
王
国
安
の
上
奏
を
機
に
、
外
国
船
の
来
航
貿
易

に
つ
い
て
も
規
定
が
定
め
ら
れ
、
朝
貢
船
舶
の
付
帯
貨
物
は
無
税
で
取
引
を
許
さ
れ
、
そ
の
他
心
公
式
に
来
航
す
る
船
舶
も
、
商
人
が
税
を
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
れ
ぽ
貿
易
を
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
規
定
は
、
戸
部
よ
り
「
各
海
関
監
督
に
割
亡
し
て
、
遵
奉
施
行
せ
し
」
め
ら
れ
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
「
出
海
貿
易
」
を
対
象
に
設
立
さ
れ
て
い
た
海
関
の
管
轄
範
囲
は
、
外
国
船
の
貿
易
に
も
拡
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
広
葉
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
い
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
指
示
に
従
っ
て
で
あ
ろ
う
、
マ
カ
オ
の
陸
路
貿
易
も
磐
海
関
監
督
宜
爾
格
図
の
管
理
に
移
さ
れ
た
。
つ
い

で
、
広
東
巡
無
李
士
禎
ら
は
、
再
三
題
奏
し
て
市
市
司
の
陸
路
貿
易
に
対
す
る
徴
税
を
停
止
す
る
よ
う
求
め
た
。

　
　
今
日
〔
導
海
関
〕
監
督
が
海
上
よ
り
出
入
す
る
洋
船
か
ら
徴
翻
す
る
貨
税
は
、
市
舶
司
が
先
に
禁
海
時
に
陸
路
壷
口
で
の
貿
易
よ
り
徴
収
し
て
い
た
貨
税

　
　
に
ほ
か
な
ら
ず
、
元
来
同
じ
も
の
で
あ
る
。
此
で
収
め
れ
ば
彼
で
停
め
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

と
そ
の
理
由
を
述
べ
、
コ
貨
両
税
」
、
「
臨
地
心
心
」
に
苦
し
む
商
人
の
訴
え
を
も
引
き
つ
つ
、
陸
路
貿
易
の
税
収
を
海
関
の
所
轄
に
非
ざ
る

「
落
地
皐
税
」
と
み
な
す
戸
部
に
反
駁
し
て
、
海
関
監
督
の
徴
収
に
含
ま
れ
る
も
の
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

広
東
に
限
っ
て
い
え
ば
、
海
関
は
市
舶
司
を
継
承
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
接
収
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
マ
カ
オ
の
陸
路
貿
易
に
課
せ
ら
れ
た
税
は
、
た
と
え
李
士
槙
ら
の
い
う
よ
う
に
、
洋
船
の
貨
税
と
元
来
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ

の
取
引
や
徴
税
の
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
落
地
」
税
と
戸
部
か
ら
み
な
さ
れ
て
も
確
か
に
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
と
い

う
の
も
、
静
寧
格
図
ら
が
酌
為
し
た
「
開
海
征
税
鎖
編
」
の
う
ち
、
海
港
内
橋
津
で
の
徴
税
に
つ
い
て
は
朝
廷
で
修
正
が
加
え
ら
れ
、
海
関
は
、
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海
上
か
ら
出
入
し
、
舶
載
貿
易
さ
れ
る
貨
物
に
隈
っ
て
徴
税
を
准
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
の
徴
税
を
慮
海
関
が
実
際
に
行
な

う
に
あ
た
り
、
や
は
り
既
存
の
母
地
税
と
関
連
し
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
海
関
の
課
税
貨
物
と
従

来
か
ら
の
「
落
慶
貨
物
」
と
を
い
か
に
弁
別
し
、
二
重
課
税
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
康
煕
二
五
（
一
六
八

六
）
年
四
月
に
発
布
さ
れ
た
告
示
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
省
城
・
仏
身
に
は
以
前
よ
り
税
按
司
が
設
け
ら
れ
、
無
地
住
税
を
徴
収
し
て
い
た
。
今
、
海
関
を
設
立
し
て
出
洋
行
税
を
微
寓
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

　
　
地
勢
が
相
連
な
っ
て
お
り
、
も
し
、
行
・
住
二
税
を
分
け
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
重
複
、
鼻
聾
の
弊
害
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
協
議
の
末
、
金
締
行
と
洋
貨

　
　
行
と
い
う
二
種
の
貨
店
を
設
立
す
る
こ
と
に
し
た
。
も
し
本
地
に
き
て
興
託
す
る
な
ら
ば
、
一
切
の
質
地
貨
物
は
住
税
に
分
類
し
、
そ
の
報
単
は
す
べ
て

　
　
金
続
行
に
超
せ
、
税
息
切
に
赴
い
て
納
税
す
る
。
外
洋
か
ら
販
売
し
に
来
る
貨
物
や
海
上
に
出
て
貿
易
さ
れ
る
貨
物
は
、
行
税
に
分
類
し
、
そ
の
報
単
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
す
べ
て
洋
貨
行
に
わ
た
し
、
〔
船
舶
が
〕
出
海
す
る
の
を
待
っ
て
、
洋
貨
行
商
人
が
自
ら
海
関
に
赴
い
て
納
税
す
る
こ
と
と
す
る
。

管
轄
官
庁
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
落
地
住
税
」
は
従
来
よ
り
税
課
司
の
徴
収
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
鯉
海
関
の
徴
税
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
双
方
と
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
轄
範
囲
の
地
理
的
近
接
に
よ
っ
て
混
乱
が
生
じ
る
と

い
う
の
は
、
け
だ
し
、
当
局
に
は
取
引
の
あ
り
方
に
従
っ
て
課
税
貨
物
を
識
別
す
る
手
段
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
こ
れ

を
補
う
べ
く
設
け
ら
れ
た
の
が
、
「
落
地
黒
税
」
対
象
の
貨
物
と
「
出
洋
行
税
」
の
そ
れ
と
を
取
り
扱
う
牙
行
を
そ
れ
ぞ
れ
分
別
し
て
納
税
さ

せ
る
方
法
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
牙
行
を
こ
と
さ
ら
に
分
別
す
る
必
要
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
よ
り
以
前
の
広
東
で
「
要
地
住
税
」
が
ど
の
よ

う
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
手
許
に
な
い
。
け
れ
ど
も
、
金
続
行
に
相
当
す
る
牙
行
は
す
で
に
存
在
し
、

少
な
く
と
も
当
時
に
は
、
「
慰
服
住
税
」
の
直
接
納
税
老
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
多
く
は
、
海
上
貿
易
に
も
手
を
拡
げ
、
「
出
洋
行
税
扁

の
対
象
と
な
る
貨
物
を
も
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
謬
海
関
が
そ
の
課
税
貨
物
を
把
握
し
て
徴
税
を
行
な
う
に
際
し
、

洋
貨
行
を
別
に
設
け
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
落
地
」
・
「
出
場
」
の
両
貨
物
と
も
同
一
の
牙
行
が
取
引
・
納
税
を
行
な
う
可
能
性
が

75　（685）



大
き
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
こ
に
弊
害
が
懸
念
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
響
海
関
が
独
立
し
た
官
庁
と
し
て
、
国
内
か
ら
の
「
出
海
貿

易
」
、
お
よ
び
外
国
か
ら
の
重
宝
貿
易
に
対
し
徴
税
を
行
な
う
体
制
は
、
海
関
に
属
す
る
洋
貨
行
が
設
立
さ
れ
て
よ
う
や
く
整
え
ら
れ
た
。

ら
に
い
う
な
ら
ば
、
穿
海
関
の
貨
税
徴
収
は
、
洋
貨
行
の
納
税
を
倹
っ
て
始
め
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ

76　（686）

①
　
「
申
厳
海
禁
勅
諭
」
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
編
『
明
清
史
料
』
、
丁
編
、

　
第
二
本
、
頁
一
五
五
、
「
厳
禁
山
海
勅
諭
」
、
同
右
、
第
三
本
、
頁
ご
五
七
。
な
お
、

海
禁
と
関
わ
り
の
深
い
い
わ
ゆ
る
遷
無
畜
は
、
順
治
一
八
（
一
六
六
一
）
年
八
月
己

　
来
に
発
布
さ
れ
た
（
『
大
鎌
歴
朝
聖
祖
仁
皇
帝
実
録
』
巻
四
）
が
、
広
東
方
面
で
施

　
行
さ
れ
た
の
は
、
海
禁
強
化
と
同
じ
く
康
煕
元
（
一
六
六
二
）
年
で
あ
っ
た
よ
う
で

　
あ
る
（
鋭
い
甘
謬
σ
q
魯
。
黛
、
鼠
隷
ミ
無
ミ
馬
§
、
象
ミ
ミ
“
勺
ミ
婁
恥
§
艶
曾
ミ
§
佃
ミ
い
騎

　
慧
G
ミ
噛
§
㌧
ゆ
。
。
。
8
ぎ
囲
。
。
ω
の
℃
や
㊤
㎝
■
屈
大
均
『
広
東
新
語
隠
道
二
、
遷
海
）
。

②
　
『
袈
祖
仁
皇
帝
実
録
』
巻
七
六
、
康
熈
一
七
年
八
月
庚
午
の
条
。
野
℃
自
鴇
。
び

　
さ
§
3
衷
魂
愚
ミ
ゆ
画
§
ミ
恥
軌
ミ
薦
や
愚
ミ
ミ
§
肋
ミ
駐
聴
簑
§
物
§

　
、
．
奪
§
§
謹
㌧
§
防
塞
§
織
恥
6
ミ
ミ
、
」
と
N
占
N
認
㌧
ひ
。
ε
ヨ
ω
こ
Ω
画
品
－
冨
酬
一
り
ω
鉾

　
6
。
。
薩
℃
日
。
諺
．
ゲ
や
匿
G
。
噸
ペ
レ
イ
ラ
の
名
は
、
『
実
録
』
に
は
「
本
多
白
塁
拉
」

　
と
あ
り
、
こ
れ
を
、
い
穴
■
閃
巴
吾
岩
群
β
。
盆
ω
。
く
●
8
9
σ
q
”
、
、
O
p
3
0
0
げ
．
ぎ
σ
q

　
目
鼠
9
華
字
ω
場
8
β
、
、
§
ミ
自
ミ
誉
ミ
㌧
四
ミ
ミ
涛
帖
ミ
融
9
～
§
美
く
。
一
．
O
㌧

　
2
P
b
。
㌧
署
添
。
。
ジ
H
。
。
。
。
曜
は
、
切
。
鼻
。
勺
臼
陰
話
α
・
凄
『
智
と
し
、
O
・
し
ロ
■

　
ω
2
N
ρ
↓
ぎ
肋
ミ
土
建
畑
ミ
団
噸
竜
ミ
b
勺
ミ
野
山
ミ
鴇
↓
ミ
§
翁
ミ
い
。
§
電
§

　
O
ミ
§
§
ミ
罫
学
級
§
“
ミ
恥
§
》
O
螢
旨
σ
議
ユ
α
q
o
、
簿
ρ
遣
り
。
。
⑦
㌔
℃
』
O
一
●
は
、
ω
⑦
簿
。

　
℃
臼
凪
冨
α
o
喝
塁
冨
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ

　
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
化
さ
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
プ
フ
ィ

　
ス
チ
ル
氏
に
従
っ
て
お
く
。

⑧
『
聖
祖
仁
皇
帝
実
録
』
巻
三
三
、
康
熈
九
年
六
月
甲
寅
の
条
。
『
康
熈
大
清
会

　
典
』
巻
七
二
、
礼
部
、
主
客
清
吏
司
、
朝
貢
一
、
西
洋
国
の
条
。
い
冒
コ
σ
q
舞
Φ
黛
”

　
§
．
ミ
‘
署
．
験
～
8
．
出
塁
8
さ
§
’
ミ
‘
電
■
ω
器
～
ω
謡
・
ω
o
§
㌍
こ
ら
・
ミ
・

④
℃
越
中
さ
§
．
ミ
‘
℃
．
漣
。
。
．

⑤
季
士
槙
『
撫
血
気
器
』
鬼
面
、
奏
疏
二
、
「
謡
講
市
舶
愚
説
路
税
銀
疏
」
、
頁
四

　
一
～
四
二
。
ま
た
、
中
国
第
一
歴
史
橿
案
館
編
『
康
再
起
磁
心
小
園
三
冊
、
中
華

　
書
局
、
一
九
八
四
年
、
第
一
冊
、
再
三
九
一
、
を
併
照
。
た
だ
、
ペ
レ
イ
ラ
が
訴

　
え
た
と
い
う
マ
カ
オ
の
園
窮
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
後
述
の
沈
上
達
な
る
人
物

　
は
巽
南
王
の
庇
護
下
に
海
船
を
打
身
し
、
外
洋
に
私
通
し
て
お
り
（
前
掲
『
撫
嬉

　
政
鵡
川
巻
七
、
奏
疏
一
、
「
議
覆
笹
蟹
増
価
税
餉
疏
」
、
頁
一
六
、
マ
カ
オ
側
で
も

　
禁
令
に
背
い
て
密
輸
を
試
み
る
商
人
が
あ
っ
た
（
ご
暮
σ
q
m
け
巴
8
愚
●
ミ
‘
℃
e
O
伽
・
）

　
と
い
う
か
ら
、
海
禁
が
原
因
で
マ
カ
オ
が
商
業
的
困
窮
に
あ
え
い
で
い
た
と
は
考

　
え
に
く
い
。
一
六
七
六
年
、
尚
之
信
が
溝
朝
に
叛
し
、
ま
も
な
く
降
伏
す
る
に
至

　
っ
て
、
マ
カ
ナ
当
局
と
し
て
は
、
巽
南
藩
と
通
じ
て
い
た
と
い
う
清
朝
の
猜
疑
を

　
解
き
、
併
せ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
商
売
敵
を
排
斥
す
る
た
め
、
そ
の
支
持
を
取
り

　
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
遣
使
に
及
ん
だ
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る

　
（
ω
o
農
P
、
0
9
亀
こ
。

⑥
『
南
海
県
志
』
、
同
治
一
一
年
刊
、
巻
二
六
、
「
雑
録
下
」
。

⑦
前
掲
『
病
勢
気
嚢
』
巻
七
、
奏
書
一
、
「
塩
気
握
多
量
官
魁
知
勇
餉
疏
」
、
頁
一

　
～
二
。

⑧
　
同
右
、
「
若
弟
関
懇
請
設
専
器
機
」
、
頁
四
六
～
四
七
。
ま
た
、
以
上
の
経
過
は
、

　
杜
頚
『
男
閲
巡
視
紀
略
隔
巻
二
、
頁
一
一
〇
、
に
手
際
よ
く
要
約
さ
れ
て
い
る
。
実

　
際
の
徴
税
手
続
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
「
店
牙
経
紀
」
の
役
割
が
重
要
で
あ
っ
た
こ

　
と
に
つ
き
、
前
掲
『
撫
嬉
政
暑
』
巻
六
、
無
告
二
、
「
禁
語
漏
税
」
、
黒
戸
、
同
書

　
巻
七
、
奏
疏
｝
、
　
「
胤
出
門
閲
四
一
隅
耽
醐
一
側
専
官
回
雪
」
、
百
ハ
四
山
ハ
、
　
を
参
昭
州
。
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⑨
　
こ
の
陸
路
貿
易
に
よ
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
当
時
中
国
の
対
西
洋
海
上
貿
易
を

　
独
占
せ
ん
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
葡
§
ミ
聾
鳶
N
ミ
ご
馬
誉
、
ぎ
↓
蓉
§

　
8
ミ
ミ
ミ
馬
肉
亀
甲
N
遷
ミ
塁
袋
9
ミ
O
ミ
§
b
受
ミ
｝
こ
藤
蔓
、
ミ
燃
O
§
§
ミ
§
ミ
馬
ぎ

　
璃
。
塁
馬
ミ
ト
。
ミ
き
ミ
愚
ミ
ミ
ミ
、
o
慧
Q
ミ
噛
、
Q
軌
ミ
。
馬
ぎ
§
ミ
誹
馬
慧
鴨
匿
ミ
誌

　
ミ
ミ
鶏
ミ
ミ
§
恥
、
ぎ
、
o
§
碍
醤
S
ミ
§
＆
馬
験
O
ミ
ミ
曙
㌧
§
ミ
ミ
黛
愚
。
ミ
、
o

　
鳳
ぎ
窺
§
墨
o
a
曾
巴
σ
《
け
甲
乙
匿
。
ロ
ω
0
9
0
0
旨
旨
。
器
”
ε
σ
ゆ
暇
一
［
洋
①
倉

　
一
。
。
・
。
一
’
℃
．
・
。
。
。
り
．
宮
晦
市
定
「
清
代
対
外
貿
易
の
二
資
料
」
、
同
『
ア
ジ
ア
史
研
究

　
第
二
』
、
同
朋
舎
、
一
九
六
三
年
、
頁
四
四
一
、
を
参
照
。

⑩
前
掲
『
撫
嬉
政
暑
』
巻
七
、
奏
疏
一
、
「
議
覆
噂
東
増
黙
税
餉
疏
」
、
頁
一
七
。

　
さ
ら
に
、
同
右
、
巻
二
、
「
請
諮
墨
門
早
路
徴
収
鋏
三
十
二
疏
」
を
併
照
。

⑪
前
掲
『
康
煕
起
居
注
瞼
、
第
二
冊
、
頁
一
〇
八
六
、
一
〇
九
三
。
前
掲
『
賜
闘

　
巡
視
紀
略
』
巻
一
、
頁
三
、
を
二
物
。

⑫
同
右
、
頁
三
～
四
。

⑬
前
掲
『
康
照
起
居
注
』
、
第
二
冊
、
頁
ご
一
〇
〇
。

⑭
『
卵
膜
仁
皇
帝
実
録
』
巻
＝
五
、
康
煕
二
三
年
四
月
辛
亥
の
条
。

⑮
前
掲
『
康
熈
起
居
注
』
、
第
二
冊
、
頁
＝
一
八
。

⑯
「
康
熈
二
十
三
年
戸
部
聖
職
墨
田
原
案
」
、
前
掲
『
明
清
史
料
』
、
丁
編
、
第
八

　
本
、
頁
七
四
五
。

⑰
　
『
皇
朝
文
献
薄
霞
阯
巻
二
六
、
征
確
考
一
、
康
熈
二
三
年
の
条
。

⑯
　
　
『
康
煕
大
照
会
典
』
巻
三
四
、
芦
部
一
八
、
課
程
三
、
関
税
の
条
。
さ
ら
に
、

　
『
霧
…
慶
大
清
会
典
』
巻
一
六
、
戸
部
、
貴
州
清
吏
司
の
条
、
寺
田
隆
信
「
清
朝
の

　
海
関
行
政
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
四
九
巻
二
号
、
　
一
九
六
六
年
、
蒸
器
六
七
～
二

　
野
掛
、
を
愚
弄
昭
酬
。

⑲
　
前
掲
「
畳
音
二
十
三
年
戸
部
訓
導
設
関
原
案
」
、
頁
七
四
五
。

⑳
　
　
『
聖
祖
仁
皇
帝
実
鎌
』
巻
二
五
、
康
煕
七
年
三
月
丁
卯
の
条
。

⑳
　
前
掲
『
康
熈
起
居
注
』
、
第
二
冊
、
頁
一
三
～
九
～
一
三
二
〇
、
『
広
東
通
志
』
、

　
道
光
二
年
刊
、
巻
一
八
○
、
明
麗
署
二
三
、
市
舶
。

＠
　
前
掲
『
撫
嬉
多
気
』
巻
二
、
弁
疏
二
、
「
請
除
市
葬
撰
旱
路
国
名
疏
」
、
頁
四
二
。

⑱
　
目
同
右
、
「
耽
耐
路
｛
巾
肉
屋
噌
路
税
餉
疏
」
、
百
ハ
五
九
～
六
二
。

⑳
　

例
え
酎
ほ
、
紀
陶
『
歴
代
職
官
表
』
巻
山
ハ
ニ
、
閲
囚
税
各
品
走
、
寺
田
晶
朋
掲
払
磯
文
、
頁

　
二
六
七
～
二
六
八
。
明
代
の
貢
舶
貿
易
お
よ
び
南
舶
司
と
の
比
較
を
通
じ
、
「
四

　
確
認
之
設
、
異
於
市
舶
之
設
」
と
す
る
姜
震
英
の
議
論
（
「
日
本
貢
使
入
憲
始
末
擬

　
稿
」
、
『
皇
朝
経
世
文
無
』
巻
八
三
、
兵
政
、
海
防
上
）
は
、
こ
う
し
た
点
で
示
唆

　
的
で
あ
る
。

⑳
前
掲
「
康
熈
二
十
三
年
戸
部
開
省
慮
関
原
案
」
、
官
幣
四
五
～
七
四
六
、
に
引

　
く
康
煕
二
三
年
九
月
初
一
日
付
の
上
諭
お
よ
び
戸
部
等
の
九
月
初
十
日
付
題
本
、

　
前
掲
『
康
熈
起
居
注
』
第
二
冊
、
頁
一
二
一
八
、
前
掲
『
皇
朝
文
献
通
考
』
巻
二

　
六
、
征
確
考
一
、
康
熈
二
三
年
の
条
、
を
参
照
。

⑳
前
掲
『
撫
嬉
政
暑
』
巻
六
、
文
旦
二
、
「
分
別
直
行
貨
税
」
、
頁
五
五
～
五
六
。

　
こ
の
史
料
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
彰
沢
益
「
累
代
広
東
洋
行
制
度
的
起
源
」
『
歴

　
史
研
究
』
一
九
五
七
年
第
一
期
、
に
よ
っ
て
夙
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

　
か
し
、
「
落
地
住
税
」
・
「
出
洋
行
税
」
の
意
味
を
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ

　
ち
に
「
金
締
行
」
を
の
ち
の
「
海
南
行
」
・
「
福
潮
行
」
に
、
「
洋
貨
行
」
を
「
外

　
洋
行
」
に
結
び
つ
け
、
ひ
い
て
は
、
「
金
緕
行
」
と
「
洋
貨
行
」
と
の
分
別
が
「
国

　
内
商
業
税
収
と
海
関
税
収
、
即
ち
雨
避
貿
易
と
海
関
貿
易
、
等
時
に
ま
た
常
関
と

　
海
関
を
分
か
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
（
頁
一
七
）
の
は
、
い
さ
さ
か
短
絡
的

　
な
理
解
で
あ
ろ
う
。

㊧
　
前
掲
『
総
魯
政
署
』
巻
八
、
批
答
二
、
「
布
政
使
暴
詳
｝
件
無
分
別
税
課
等
事
」
、

　
頁
三
九
、
同
右
、
巻
六
、
文
告
二
、
「
分
別
住
連
曲
税
」
、
頁
五
六
。
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二
　
保
商
制
度
の
前
提
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そ
れ
で
は
、
洋
貨
行
に
よ
る
納
税
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
の
は
実
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。
前
節
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
洋
貨
行
と
は
、
海
上
貿
易
の
貨
物
に
課
せ
ら
れ
た
税
を
爆
海
関
に
直
接
納
め
る
た
め
、
従

来
の
一
般
的
な
牙
行
の
申
か
ら
特
化
し
、
析
出
さ
れ
て
き
た
特
記
の
総
称
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
取
引
相
手
が
中
国
人
で
あ
れ
、
外
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
れ
、
筍
も
海
上
に
よ
っ
て
出
入
す
る
船
舶
の
貨
物
で
あ
れ
ば
、
洋
貨
行
が
こ
れ
を
す
べ
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
洋
貨
行

の
活
動
の
あ
り
方
が
果
た
し
て
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
も
、
管
見
の
限
り
、
依
拠
す

べ
き
史
料
は
甚
だ
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
康
熈
五
五
（
一
七
一
六
）
年
、
船
材
・
米
糧
の
密
売
な
ど
を
防
ぐ
た
め
、
中
国
商
船
の
南
洋
へ
の
航
海
貿
易
の
禁
止
が
提
議
さ
れ
、
翌
年
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
り
実
施
さ
れ
た
。
中
国
か
ら
撃
払
に
及
ぶ
沿
海
で
の
交
易
、
東
洋
貿
易
、
外
国
商
船
の
来
航
は
従
来
ど
お
り
聴
さ
れ
て
い
た
。
磐
船
年
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
雰
海
関
の
額
税
は
こ
れ
ら
の
貿
易
に
従
事
す
る
船
舶
よ
り
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
称
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
外
国
船
の
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

航
貿
易
の
比
重
が
圧
倒
的
に
増
大
し
、
「
鯉
海
関
は
惟
だ
舞
船
に
の
み
頼
る
」
と
い
っ
た
類
の
表
現
は
、
雍
正
五
（
～
七
二
七
）
年
に
南
洋
航
海
が

　
　
　
　
⑤

解
禁
さ
れ
た
後
に
も
久
し
く
常
套
句
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
乏
し
い
史
料
に
散
見
さ
れ
る
の
も
外
国
か
ら
の
来
航
船
と
取
引
を
行
な

っ
た
「
行
」
で
あ
り
、
や
は
り
こ
れ
が
最
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
船
と
交
渉
し
た
商
人
を
取
り
上
げ
、
比
較

的
明
ら
か
に
し
う
る
個
別
的
な
事
例
を
帰
納
す
る
形
で
大
ま
か
な
趨
勢
を
摘
ん
で
い
き
た
い
。

　
イ
ギ
リ
ス
船
が
広
東
に
来
航
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
六
九
九
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
以
後
二
〇
年
以
上
も
の
間
に
亙
り
、
イ
ギ
リ
ス

商
人
と
独
占
的
に
取
引
を
行
な
っ
て
い
た
の
は
、
「
大
官
の
商
人
（
9
①
寒
冒
§
匿
巴
ぎ
①
．
。
。
嵐
霞
。
面
訴
ω
）
」
に
代
表
さ
れ
る
類
型
の
商
人
で
あ
っ

た
。
彼
ら
が
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
の
は
、
「
各
々
の
主
人
（
お
超
㊦
。
怠
く
①
B
霧
ε
邑
」
と
し
て
両
広
総
督
や
広
州
将
軍
な
ど
の
大
官
に
隷
属
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
の
後
盾
を
得
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
隷
属
と
か
後
盾
と
い
っ
て
も
両
者
の
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
つ
き
つ
め
て
み
る
と
債
権
老
と
債
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務
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
報
告
に
よ
る
と
、
「
こ
う
し
た
商
人
は
、
利
子
付
で
預
か
っ
て
い
る
官
人
の
資
金
で
交
易
を

し
」
て
お
り
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
、
総
督
な
ど
大
官
は
、
商
人
に
法
外
な
利
子
で
資
金
を
貸
し
付
け
た
り
、
さ
も
な
く
ば
そ
の
利
益
の
大

部
分
を
取
り
上
げ
た
り
し
た
。
加
え
て
、
内
地
の
茶
の
買
付
ま
で
行
な
い
、
自
分
に
好
都
合
な
価
格
で
商
人
た
ち
に
引
き
取
ら
せ
た
。
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
大
官
の
側
の
強
要
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
広
東
に
お
い
て
、
官
僚
が
商
人
を
そ
の
走
狗
と
し
、
権
力
と
資
本
を
侍
ん
で
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

業
に
進
出
す
る
の
は
、
外
国
貿
易
の
分
野
に
限
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
記
録
を
残
し
た
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
少
数
の
商
人
の
独
占
的
取
引
を
嫌
い
、
有
利
な
条
件
を
求
め
て
繰

り
返
し
他
の
商
人
と
も
個
別
的
に
折
衝
を
試
み
て
い
る
。
す
で
に
大
官
と
関
係
を
結
ん
で
い
る
商
人
が
こ
れ
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
一
七
〇
四
年
に
、
康
煕
帝
の
皇
太
子
の
後
盾
を
得
て
渡
欧
貿
易
を
独
占
せ
ん
と
す
る
国
目
や
窪
o
N
、
ω
冒
Φ
唇
ゲ
㊤
暮
と
い
う
者
ま
で
現
わ
れ

⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
。
他
の
商
人
た
ち
は
、
背
後
に
い
る
権
力
者
同
様
に
彼
ら
を
恐
れ
、
あ
え
て
そ
の
取
引
を
妨
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
一
七
二
〇
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
る
と
共
同
し
て
外
国
貿
易
に
あ
た
る
「
ギ
ル
ド
（
σ
q
ま
）
」
を
結
成
し
、
久
し
く
貿
易
を
盤
断
し
て
き
た
商
人
た
ち
を
排
斥
し
よ
う
と
試
み
た
。

外
国
側
の
史
料
は
、
外
国
商
人
に
と
っ
て
不
利
な
取
引
の
独
占
や
通
商
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
官
僚
の
介
入
を
專
ら
強
調
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
う
し
た
動
き
か
ら
読
み
取
る
べ
き
は
、
む
し
ろ
中
国
商
人
間
の
激
し
い
競
合
的
関
係
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
相
互
に
は
協
力
・
排
斥
し
合
い
、

権
力
者
と
は
甘
ん
じ
て
金
銭
貸
借
関
係
や
隷
属
関
係
ま
で
結
ぶ
に
至
っ
て
い
た
の
は
、
利
益
の
あ
が
る
外
国
船
と
の
取
引
に
与
ろ
う
と
、
で
き

う
べ
く
ん
ぼ
こ
れ
を
独
占
し
よ
う
と
、
錨
を
削
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
大
官
の
商
人
」
が
取
引
を
独
占
的
に
行
な
い
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
争
い
の
中
で
優
位
に
立
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
際

に
、
大
官
と
の
関
係
が
か
な
り
有
利
な
条
件
と
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
公
式
に
独
占
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
対
外
貿
易
管
理
を
掌
る
べ
き
鯉
海
関
監
督
の
位
置
で
あ
る
。
こ
の
時
期
で
は
僅
か
な
例
し
か
見
当
ら
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
外
国
船
と
取
引
し
た
商
人
は
概
ね
、
洋
貨
行
設
立
時
の
規
定
に
違
わ
ず
、
自
ら
が
響
海
関
に
納
入
す
る
貨
税
お
よ
び
そ
の
他
の
税
を
支

　
　
　
　
⑫

払
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
義
務
が
付
随
す
る
以
上
、
い
か
な
る
商
人
で
あ
っ
て
も
、
取
引
に
際
し
て
は
穆
海
関
監
督
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
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独
占
を
実
現
す
る
に
は
そ
の
支
持
を
取
り
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
上
述
の
国
ヨ
℃
Φ
8
同
．
。
。
竃
Φ
器
冨
暮
が
た
ち
ま
ち
失
脚
し
た
の
は
鯉

海
関
監
督
と
の
対
立
関
係
が
一
因
で
あ
っ
た
し
、
「
大
官
の
商
人
」
排
除
を
目
的
と
し
た
一
七
二
か
年
の
「
ギ
ル
ド
」
結
成
が
と
も
か
く
も
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

現
さ
れ
た
の
は
、
婁
海
関
監
督
の
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
官
の
後
盾
を
得
た
商
人
が
成
功
し
て
い
た
の
も
、
同
様
の
理
由

に
よ
っ
て
い
た
。
一
七
〇
三
年
の
事
例
を
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
船
が
停
泊
し
た
マ
カ
オ
に
、
鯉
海
関
監
督
が
「
そ
の
貨
物
を
買
い
上
げ
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
商
人
を
伴
っ
て
き
て
」
、
「
乗
組
員
の
投
宿
と
貨
物
の
寄
託
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
の
所
有
す
る
行
（
潤
㊤
き
σ
Q
。
目
H
自
）
に
お
い
て
な
さ

れ
る
よ
う
命
令
し
た
」
と
あ
る
。
事
の
発
端
は
総
督
の
命
に
よ
る
も
の
ら
し
い
が
、
こ
れ
ら
の
商
人
は
イ
ギ
リ
ス
船
貨
物
の
取
引
を
独
占
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
あ
た
り
、
卑
海
関
監
督
に
四
〇
〇
〇
両
支
払
っ
て
い
る
。
こ
の
事
例
だ
け
か
ら
た
だ
ち
に
当
時
の
広
東
市
場
に
一
般
化
す
る
わ
け
に
も
い
か

な
い
が
、
次
の
よ
う
な
手
続
の
存
在
は
想
定
で
き
よ
う
。
「
行
」
を
経
営
す
る
商
人
が
外
国
船
と
独
占
的
に
取
引
を
行
な
う
に
は
、
ま
ず
総
督
な

ど
大
宮
か
ら
私
的
な
支
持
を
得
、
然
る
後
に
男
海
関
監
督
か
ら
そ
れ
を
公
的
に
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
引
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
債

権
者
た
る
大
官
に
は
利
益
の
相
当
部
分
を
、
輿
海
関
監
督
に
は
貨
税
そ
の
他
の
諸
税
を
納
め
る
。
こ
の
閾
に
賄
賂
的
な
金
銭
の
授
受
が
伴
っ
た

の
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
対
外
貿
易
の
独
占
を
志
向
す
る
商
人
た
ち
に
対
し
、
総
督
な
ど
大
官
と
鰺
海
関
監
督
と
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
雍
正
元
（
一
七
二
三
）
年
よ
り
婁
海
関
監
督
が
広
東
巡
撫
の
兼
任
に
な
る
と
、
一
七
二
四
年
の
イ
ギ

リ
ス
側
の
記
録
に
、

　
　
…
…
撫
院
の
商
人
（
℃
ゲ
己
①
づ
℃
ω
　
試
O
H
O
び
ρ
う
げ
）
が
自
分
の
主
人
に
二
四
〇
〇
〇
両
を
納
め
て
、
そ
の
年
に
限
り
イ
ギ
リ
ス
貿
易
を
独
占
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
見
え
る
。
こ
の
独
占
そ
の
も
の
は
別
の
商
人
が
取
引
に
介
入
し
た
こ
と
で
失
敗
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
商
人
に
対
す
る

私
的
な
支
持
と
公
的
な
貿
易
独
占
の
認
可
と
い
う
別
箇
の
役
割
は
、
巡
撫
一
人
に
＝
兀
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し

た
広
東
巡
行
の
地
位
を
十
二
分
に
利
用
し
て
、
商
人
た
ち
に
こ
れ
ま
で
に
な
い
統
制
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
雍
正
三
年
四
月
に
着
任
し
た
楊
文
正

で
あ
っ
た
。
彼
は
雍
正
五
年
三
月
に
父
秘
露
仁
の
葬
の
た
め
一
時
任
を
離
れ
る
が
、
こ
の
と
き
広
東
布
詩
話
官
達
、
広
州
将
軍
石
下
恰
、
署
理

80　（690）
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⑰

広
東
巡
撫
画
塾
ら
は
前
後
し
て
楊
文
乾
を
弾
劾
し
た
。
こ
の
頃
の
広
東
官
界
は
党
争
が
激
し
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
弾
劾
に
も
多
分
に
誇
張
が

含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
根
拠
と
さ
れ
た
事
実
は
血
忌
帝
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
官
達
の
述
べ
る
と
こ

ろ
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
広
東
に
は
以
前
よ
り
洋
貨
行
が
あ
っ
て
十
三
行
と
称
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
四
～
五
〇
家
あ
る
。
楊
文
乾
が
着
任
す
る
と
、
行
頭
の
名
称
を
創
設
し
六
行

　
　
を
選
任
し
た
。
こ
の
六
行
の
内
で
ま
た
二
行
を
専
ら
耳
目
と
な
し
、
十
分
に
資
本
を
給
し
て
各
地
で
貨
物
を
購
買
さ
せ
、
洋
行
の
取
引
を
聾
断
さ
せ
た
。

　
　
洋
船
が
広
州
に
来
る
と
、
心
墨
上
貨
一
切
は
こ
の
二
行
が
管
理
し
た
。
以
前
外
国
人
が
広
州
に
来
れ
ば
、
自
ら
聖
主
の
と
こ
ろ
に
逗
留
〔
し
て
取
引
〕
す

　
　
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
数
百
家
が
こ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
営
み
、
商
民
は
便
利
と
し
て
い
た
。
六
行
設
立
以
後
、
外
国
人
と
の
交
易
は
、
こ
の
六
行
で
な
け

　
　
れ
ば
貨
物
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
各
行
の
貨
物
が
山
の
如
く
積
ま
れ
て
い
て
も
、
外
国
人
は
敢
え
て
買
お
う
と
せ
ず
、
冬

　
　
末
に
な
っ
て
も
売
り
捌
け
ず
、
価
格
を
引
き
下
げ
て
六
行
に
売
り
、
六
行
か
ら
〔
外
国
人
に
〕
転
売
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
各
商
は
多
く
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
本
を
傾
け
、
行
店
で
害
を
被
ら
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

　
二
行
に
資
本
を
給
し
、
外
国
商
人
と
の
取
引
を
璽
断
さ
せ
た
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
大
官
の
商
人
」
に
対
す
る
も
の
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は

な
く
、
そ
の
二
行
に
納
税
一
切
を
管
理
さ
せ
た
の
も
、
兼
任
し
て
い
た
海
関
監
督
の
権
限
内
に
含
ま
れ
よ
う
。
楊
弓
乾
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

は
、
外
国
貿
易
に
当
た
る
排
他
的
な
「
行
頭
」
を
選
任
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
石
柱
恰
・
常
喪
に
よ
れ
ば
、
「
専
行
」
と
称
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
ば
ら
お
さ
め
る

で
、
楊
文
乾
に
よ
り
輸
入
品
た
る
銀
と
輸
出
品
た
る
愈
愈
・
茶
葉
・
磁
器
と
に
課
せ
ら
れ
た
付
加
税
を
「
専
放
之
六
行
」
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
六
行
に
限
定
し
て
貿
易
を
独
占
さ
せ
た
目
的
は
、
一
に
課
税
強
化
に
あ
っ
た
。
当
然
、
こ
う
し
た
措
置
は
、
「
貨
値
を
高
趣
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

無
く
ん
ば
あ
ら
ざ
る
」
状
況
を
齎
ら
し
、
イ
ギ
リ
ス
側
も
「
行
頭
」
な
い
し
「
専
行
」
以
外
の
商
人
（
◎
麟
峠
ロ
ゆ
帥
ユ
①
　
B
O
同
O
げ
9
鵠
汁
）
と
取
引
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

試
み
た
が
無
駄
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
方
法
は
、
楊
梅
乾
弾
劾
の
奏
摺
以
外
に
は
っ
き
り
と
言
及
さ
れ
る
も
の
は
な
く
、
彼
も
雍
正
斜
か
ら
叱
資
を
受
け
て
い
る
の
で
、
以
後

も
そ
の
ま
ま
の
形
で
継
続
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
け
れ
ど
も
、
楊
文
乾
が
一
七
二
八
（
雍
正
六
）
年
巡
撫
在
任
中
に
残
し
た
後
も
、
実
質
的
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に
は
存
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同
年
八
月
一
八
日
に
両
広
総
督
が
出
し
た
布
告
で
、
外
国
商
人
は
す
べ
て
の
中
国
商
人
と
取
引
を
行
な
う

自
由
が
調
限
さ
れ
、
取
引
相
手
と
し
て
「
富
裕
で
信
頼
の
お
け
る
窪
②
O
巨
駄
ω
o
h
国
9
σ
q
ω
（
行
頭
p
）
」
し
か
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

外
国
商
人
は
「
責
任
を
果
た
し
う
る
商
人
（
話
ω
℃
8
ω
薫
①
諸
興
。
冨
馨
ω
）
と
取
引
す
べ
き
で
あ
り
」
、
そ
う
す
れ
ば
、
後
老
が
「
関
税
を
支
払
っ
て
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

前
者
は
「
資
力
の
な
い
下
賎
な
連
中
（
一
三
冨
ヨ
。
雪
剛
8
覧
①
）
か
ら
課
税
さ
れ
る
こ
と
も
も
は
や
な
く
な
る
」
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
海
関
当
局
に
よ
る
賜
う
し
た
方
法
の
存
続
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
と
こ
ろ
の
条
件
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

官
側
の
徴
税
、
商
人
統
制
、
私
利
着
服
の
便
宜
な
ど
が
そ
の
設
定
の
第
一
の
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
強
権
に
侍
ん
だ
だ
け
で
実
情
を
度
外
視
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
条
件
と
は
、
之
の
時
期
に
対
外
貿
易
に
関
わ
っ
て
い
た
商

人
た
ち
の
階
層
分
化
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
し
た
一
七
二
〇
年
の
「
ギ
ル
ド
」
結
成
の
条
文
の
第
一
三
条
を
見
る
と
、

「
行
」
を
経
営
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
取
引
し
う
る
商
人
は
そ
の
資
力
に
よ
り
三
等
に
分
か
れ
て
お
り
、
上
等
よ
り
順
に
五
行
、
五
行
、
六
行
と
定

　
　
　
　
　
⑳

め
ら
れ
て
い
る
。
排
除
さ
れ
た
「
大
宮
の
商
人
」
二
行
は
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
合
わ
せ
る
と
、
外
国
船
の
貿
易
に
当
た
る

「
行
」
は
一
八
あ
り
、
四
層
に
区
別
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
石
礼
恰
・
常
甕
は
「
広
東
の
洋
行
は
…
…
そ
の
実
一
八
～
九
の
行

　
　
　
㊧

店
が
あ
る
」
と
の
言
を
引
い
て
お
り
、
数
的
に
は
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
楊
文
乾
の
措
置
は
、
微
量
の
便
宜
の
た
め
、
こ
の
う
ち
上
二
層
に
外
国
船

と
の
取
引
を
限
定
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
雍
正
一
〇
（
一
七
三
二
）
年
に
至
っ
て
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
広

州
城
守
副
将
毛
克
明
の
奏
摺
に
、

　
　
洋
行
は
合
計
一
七
あ
る
け
れ
ど
も
、
福
建
人
の
陳
汀
官
・
陳
寿
官
・
黎
開
墾
の
三
行
の
み
が
ほ
し
い
ま
ま
に
襲
断
し
て
取
引
を
覇
下
し
て
い
る
。
〔
一
七

　
　
行
の
〕
内
に
は
〔
そ
の
他
に
〕
六
行
あ
る
が
、
こ
れ
も
陳
汀
官
の
親
族
の
開
い
た
も
の
で
あ
り
、
あ
わ
せ
る
と
九
行
に
な
る
。
そ
の
他
の
売
貨
行
店
は
さ

　
　
ら
に
数
十
皇
家
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
し
汀
官
の
門
下
に
取
り
入
ら
な
け
れ
ば
、
全
く
売
り
捌
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
貨
物
を
洋
商
に
売
る
の
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
必
ず
九
行
が
優
先
的
に
取
引
を
行
な
い
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
始
め
て
別
家
の
交
易
が
許
さ
れ
た
。

と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
「
売
雪
行
店
」
は
、
先
に
引
い
た
官
達
の
奏
摺
に
あ
る
「
洋
貨
行
」
と
地
位
、
数
と
も
に
ほ
ぼ
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一
致
す
る
。
そ
し
て
、
明
示
的
な
史
料
は
欠
く
も
の
の
、
官
達
の
言
い
方
に
拠
る
限
り
前
節
所
述
の
洋
貨
行
と
も
合
致
す
る
蓋
然
性
は
か
な
り

高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
上
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
洋
貨
行
ー
ー
洋
行
を
前
提
と
し
た
従
来
の
所
説
は
若
午
の
訂
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
海
関
設
置
に
伴
っ
て
設

け
ら
れ
た
洋
貨
行
は
、
当
初
は
外
国
か
ら
の
来
航
船
と
の
取
引
を
許
さ
れ
た
が
、
実
際
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
数
十
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
た
う
ち
、
十
数
な
い
し
二
〇
行
く
ら
い
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
が
「
洋
行
し
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
う
ち
最
も
勢
力
の
あ
る
二
～
三
行
、
加
え
て

そ
の
系
列
下
の
数
行
が
利
潤
の
高
い
貿
易
を
独
占
、
あ
る
い
は
優
先
的
に
行
な
っ
た
。
こ
れ
を
後
の
外
洋
行
の
前
身
と
み
な
し
て
差
し
支
え
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
ま
い
。
資
力
で
こ
れ
に
次
ぐ
門
洋
行
」
は
、
本
雪
行
設
立
の
際
こ
れ
に
充
当
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
外
国
船
と
の
直
接
取

引
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
「
洋
貨
行
」
な
い
し
「
黒
髭
貸
店
」
は
、
こ
れ
ら
の
「
洋
行
」
と
国
内
の
客
商
と
の
仲
介
を
す
る
牙
行
と
化
し
た
。
後

述
の
路
。
℃
犀
①
。
喝
角
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
海
関
当
局
は
、
対
外
貿
易
を
直
接
に
取
り
扱
う
「
洋
行
」
に
対
し
、
輸
出
入
品
に
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
諸
税
上
納
の
義
務
を
負
わ
せ
て
お
く
の
が
至
便
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
洋
貨
行
設
立
以
来
、
官
側
と
商
側
と
の
相
互
規
定
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
以
上
の
取
引
・
納
税
・
微
罪
の
あ
り
方
は
、
穿
海
関
の
西
洋
貿
易

管
理
体
制
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
乾
隆
年
間
に
設
け
ら
れ
た
保
商
制
度
も
、
こ
れ
が
前
提
と
な
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
え
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
保
留
欄
度
が
制
度
と
し
て
成
立
し
、
機
能
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の
要
因
・
契
機
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
次
節
で
は
そ
こ
に
注
目
し
つ
つ
考
察
を
す
す
め
よ
う
。

①
　
　
「
洋
貨
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
広
東
新
語
』
巻
～
五
、
顯
貨
、
萢
端

　
昂
撰
・
湯
志
岳
校
注
『
簿
中
見
聞
』
、
広
東
高
等
教
育
出
版
社
、
　
一
九
入
八
年
、

　
巻
二
一
、
物
部
一
、
頁
二
四
一
、
に
「
西
南
三
番
よ
り
出
ず
る
者
」
と
あ
り
、
こ

　
れ
に
従
え
ば
洋
貨
行
の
範
瞬
は
か
な
り
限
定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
節
所
述
の

　
洋
貨
行
設
立
の
経
緯
、
な
か
ん
ず
く
前
蝉
騒
⑳
罫
引
史
料
に
依
拠
し
て
お
く
。
ま

　
た
こ
の
点
に
つ
き
、
洋
貨
行
兆
十
三
行
」
（
後
註
⑱
を
も
参
照
）
と
し
て
論
じ
た

　
彰
沢
益
「
広
州
十
三
行
続
探
」
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
一
年
第
四
期
、
頁
一
一
五

　
～
一
一
六
、
を
参
臨
画
。

②
　
晶
削
淵
絢
『
楽
節
…
趨
［
居
注
』
第
…
二
皿
雌
、
　
山
尾
ニ
…
ニ
ェ
四
～
二
三
二
五
、
　
「
康
煕
五
十
六

　
年
兵
部
禁
止
南
洋
原
案
」
、
前
掲
『
明
清
史
料
』
、
丁
編
、
第
入
本
、
頁
七
七
四
～

　
七
七
五
、
『
宮
中
穰
雍
正
朝
奏
摺
』
第
八
輯
、
台
北
、
故
宮
博
物
影
印
刊
、
一
九

　
七
八
年
六
月
、
頁
二
五
～
一
…
六
。
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③
　
前
掲
『
宮
中
語
学
正
朝
奏
摺
』
第
五
輯
、
一
九
七
入
年
三
月
、
胃
痛
一
三
。

④
中
国
第
一
歴
史
起
案
館
編
『
雍
正
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
彙
編
』
、
江
蘇
藤
野
出
版

　
社
、
第
一
〇
冊
、
…
九
八
九
年
、
頁
二
三
五
。

⑤
　
晶
闘
掲
『
宮
由
・
穗
雍
正
輔
刷
奏
棚
伯
』
第
八
輯
、
　
頁
二
五
～
二
六
。
　
『
山
人
雄
侭
麻
鷺
瑚
世
虐
ホ

　
憲
皇
膏
実
鎌
』
巻
五
四
、
雍
正
五
年
三
月
辛
丑
の
条
所
引
の
福
建
総
督
高
射
悼
の

　
上
奏
に
は
、
「
現
今
…
：
・
、
広
東
の
船
は
外
国
に
至
る
を
許
さ
れ
」
て
い
る
、
と

　
あ
り
、
矢
野
仁
一
氏
は
、
い
甘
⇒
σ
q
も
・
8
鼻
噌
§
．
ミ
こ
や
一
さ
。
ω
．
に
拠
り
、
広
東
で

　
の
南
洋
航
海
の
解
禁
は
雍
正
元
（
一
七
二
三
）
年
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
（
『
支

　
那
近
代
外
国
関
係
研
究
』
、
弘
文
堂
、
一
九
二
八
年
、
頁
五
〇
七
～
五
〇
八
）
が
、

　
本
註
導
引
の
愚
案
に
よ
れ
ば
、
そ
の
蓋
然
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
高
溶
偉

　
の
い
わ
ゆ
る
「
広
東
之
船
」
と
は
、
あ
る
い
は
外
国
人
な
る
が
故
に
許
さ
れ
て
い

　
た
マ
カ
オ
か
ら
の
貿
易
船
（
前
掲
『
宮
中
撹
雍
正
朝
奏
摺
』
第
三
輯
、
一
九
七
八

　
年
一
月
、
頁
三
九
ご
～
三
九
三
）
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
嬉
海
関
で
の
外
国
船
の
比
璽
増
大
と
い
う
行
論
に
は
差
し
支
え
な
い
の
で
、
さ
し

　
あ
た
り
榴
案
史
料
に
拠
っ
て
お
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
後
考
を
侯
っ
て
書
き
改
め
ら

　
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑥
憲
。
嵩
Φ
・
竜
・
職
き
く
O
嗣
・
㌍
や
◎
。
Q
。
・
佐
々
木
正
哉
「
清
代
広
東
の
行
商
制
度
に

　
つ
い
て
一
そ
の
独
占
形
態
の
考
察
一
」
『
駿
台
史
学
』
六
六
号
、
一
九
八
六
年
、

　
頁
五
三
。

⑦
　
葡
愚
ミ
馬
§
ミ
驚
竃
な
、
ぎ
↓
ミ
職
馬
§
ミ
暮
恥
野
．
無
富
ミ
霧
亀
“
ミ
O
ミ
扇
§
㌔

　
、
§
｝
｝
こ
譜
の
ミ
恥
9
G
§
N
↓
｝
ミ
ミ
庶
暮
馬
鑓
§
へ
題
。
、
卜
。
ミ
物
、
℃
や
8
0
～
器
ド

　
窯
。
閉
ρ
S
噛
鼠
黛
℃
℃
」
置
～
一
蕊
。

⑧
　
前
掲
『
広
東
新
語
』
巻
九
、
貧
吏
。
佐
々
木
正
哉
「
清
代
官
僚
の
貨
殖
に
就
い

　
て
」
『
史
学
雑
誌
』
六
三
編
二
号
、
一
九
五
四
年
、
頁
一
二
二
～
一
二
三
。

⑨
窯
9
器
”
§
■
ミ
ニ
℃
℃
」
瑠
～
置
⑦
．

⑩
奪
ミ
‘
や
。
。
ρ

⑪
　
奪
ミ
こ
℃
や
一
①
ω
～
嵩
O
．
こ
の
「
ギ
ル
ド
」
結
成
は
、
後
の
「
公
行
」
に
よ
る

　
貿
易
独
占
の
初
の
試
み
と
し
て
特
筆
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
状
況

　
や
経
緯
、
さ
ら
に
、
後
述
す
る
「
公
行
」
成
立
の
事
情
か
ら
考
え
る
限
り
、
そ
う

　
し
た
連
続
的
な
側
面
は
希
薄
で
あ
る
。

⑫
き
ミ
‘
署
』
ρ
窃
①
し
鐸

⑬
　
前
置
⑨
⑩
、
を
参
照
。

⑭
竃
。
錺
ρ
§
¶
ミ
‘
や
ε
応
。
．

⑮
『
椴
宗
憲
皇
帝
実
録
』
巻
二
、
康
熈
六
一
年
一
二
月
辛
酉
の
条
、
同
書
巻
三
、

　
芸
評
元
年
正
月
辛
卯
の
条
。
三
〇
謎
。
、
愚
。
職
ひ
笹
書
・
ミ
㊤
℃
一
品
目
一
・

⑯
き
ミ
‘
℃
」
。
。
「

⑰
前
掲
『
富
中
撹
雍
正
朝
奏
摺
』
第
＝
輯
、
皿
九
七
八
年
九
月
、
頁
七
七
六
～

　
七
七
七
、
『
世
宗
憲
皇
帝
実
録
』
巻
九
八
、
雍
正
八
年
九
月
戊
申
の
条
。

⑱
　
『
雍
正
稔
批
諭
旨
』
第
五
函
、
第
一
冊
、
官
達
、
雍
正
五
年
五
月
二
〇
日
の
条
。

⑲
前
掲
『
雍
正
朝
漢
文
礁
批
奏
摺
彙
編
』
第
一
〇
冊
、
頁
二
三
六
、
入
五
六
～
八

　
五
七
、
前
掲
『
宮
中
椹
雍
正
朝
奏
摺
』
第
八
輯
、
頁
三
四
二
。
こ
の
付
加
税
問
題

　
の
詳
細
は
、
佐
々
木
正
哉
「
再
海
関
の
隈
規
」
『
東
洋
学
報
』
一
二
四
巻
一
ニ
マ

　
三
・
四
合
併
号
、
一
九
五
二
年
、
を
参
照
。

⑳
竃
。
誘
①
「
§
・
職
計
唱
」
。
。
S

⑳
　
　
『
清
史
列
伝
』
巻
一
三
、
厳
罰
乾
、
『
清
史
稿
』
全
四
八
冊
、
中
華
書
局
、
第

　
三
四
冊
、
一
九
七
七
年
、
巻
二
九
二
、
列
伝
七
九
、
頁
一
〇
三
〇
七
。

＠
　
竃
。
話
ρ
。
》
ミ
．
M
電
レ
。
。
。
。
い
一
8
．

⑱
佐
々
木
前
掲
論
文
。

⑭
　
窓
。
誘
。
い
§
．
職
野
℃
．
一
忠
．

⑮
　
前
掲
『
宮
中
椹
雍
正
朝
鞍
擦
』
第
八
輯
、
頁
三
四
二
。

⑳
　
岡
右
、
第
二
〇
輯
、
】
九
七
九
年
六
月
、
頁
二
四
八
。

⑳
　
彰
沢
益
前
掲
論
文
、
同
前
掲
「
清
幽
広
東
洋
行
制
度
的
起
源
」
、
佐
々
木
正
哉

　
「
イ
ギ
リ
ス
と
中
国
」
、
榎
一
雄
編
『
西
欧
文
明
と
東
ア
ジ
ア
』
、
平
凡
社
、
一
九

　
七
一
年
、
頁
一
二
七
一
～
一
二
七
三
、
同
前
掲
「
清
代
広
東
の
行
商
翻
度
に
つ
い
て
」
、
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頁
五
二
～
五
三
、
六
一
。

＠
　
雍
正
年
間
の
前
註
⑱
⑲
所
従
の
史
料
の
ほ
か
、
康
熈
年
間
の
例
と
し
て
は
、
中

　
国
第
一
歴
史
椹
案
館
編
『
康
山
勘
漢
文
砥
批
奏
摺
奨
編
』
、
税
案
出
版
社
、
第
八

　
冊
、
一
九
八
五
年
、
頁
七
三
七
に
、
「
本
年
買
置
外
国
洋
紅
一
十
三
隻
…
…
奴
才

　
厳
催
洋
行
・
通
事
人
等
、
速
令
交
易
明
白
…
…
」
と
あ
り
、
康
煕
五
九
年
に
は
す

　
で
に
「
洋
行
」
が
そ
う
し
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

⑱
　
『
蜷
海
関
憲
』
巻
二
五
、
行
商
、
買
＝
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
福
潮

　
行
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
同
右
に
は
、
「
乾
隆
十
六
年
間
…
…
、
共
有
洋
行
二
十
家
、

　
並
無
本
港
名
目
、
亦
無
福
潮
行
名
、
止
有
省
城
海
南
行
八
家
、
改
為
福
潮
行
七

　
家
。
」
と
記
載
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
「
洋
行
」
に
海
南
行
、
後
の
福
山
行
が
含
ま

　
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
暖
昧
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
掲
『
広

　
東
通
志
』
巻
一
八
○
、
経
政
暑
二
三
、
市
舶
、
に
は
、
「
難
行
口
数
家
、
不
分
外

　
洋
・
本
塁
・
工
臨
…
…
、
各
行
口
繕
資
本
稽
厚
者
、
即
圏
外
洋
貨
税
、
其
次
者
辮

　
本
幕
船
着
貨
税
、
又
次
者
辮
丁
重
船
隻
器
品
。
」
と
あ
る
か
ら
、
福
潮
行
は
「
洋

　
行
」
よ
り
分
か
れ
出
た
も
の
で
、
先
に
言
及
し
た
「
洋
行
」
を
構
成
し
た
四
層
の

　
最
下
厨
の
「
行
」
が
充
当
し
た
と
み
な
し
う
る
。

⑳
O
h
．
。
’
σ
q
二
竃
。
跳
ρ
ミ
・
．
ミ
■
や
や
b
。
峯

三
　
保
商
制
度
の
展
開

清代塵海関の徴税機構（岡本）

　
ω
　
保
商
・
外
洋
行
・
公
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
外
国
船
に
対
し
里
美
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、
一
七
三
六
（
乾
隆
元
）
年
の
イ
ギ
リ
ス
記
録
に
初
め
て
言
及
さ
れ
る
。
一
七
五
四
（
乾
隆
一
九
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
も
、
「
保
商
の
指
名
（
津
8
ぎ
σ
q
ω
8
二
目
臨
Φ
。
・
）
が
今
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
二
〇
年
ほ
ど
に
な
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実

質
的
に
は
雍
正
号
年
ご
ろ
始
め
ら
れ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
一
七
三
八
（
乾
隆
三
）
年
に
は
「
受
認
〔
を
立
て
る
〕
制
度
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
お
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
す
る
見
解
も
あ
り
、
慣
例
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
側
史
料
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

海
関
が
「
洋
行
」
商
人
の
中
か
ら
保
商
を
選
ん
だ
の
は
、
乾
隆
一
〇
（
一
七
四
五
）
年
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

上
野
が
担
・
た
役
割
は
・
量
的
に
は
海
関
の
微
税
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
て
よ
や
イ
ギ
リ
ス
人
の
言
に
よ
・
て
肇
に
確
認
し
て
お
こ

、
つ
。

あ
る
船
の
保
商
に
任
じ
た
商
人
は
、
自
身
が
そ
の
輸
入
品
を
買
う
か
、
他
の
者
が
そ
う
す
る
か
に
拘
ら
ず
、
そ
の
輸
入
品
全
て
に
課
せ
ら
れ
る
税
に
責
任

を
持
つ
。
輸
出
品
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
彼
が
我
々
の
商
品
全
て
を
取
り
扱
わ
な
い
場
合
は
、
我
々
と
何
ら
か
の
取
引
を
有
し
た
者
の
た

85　（695）



　
　
め
・
か
な
り
の
金
額
を
〔
海
関
に
〕
前
払
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
や

　
こ
の
よ
う
に
、
諸
税
を
支
払
う
べ
き
は
依
然
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
船
と
取
引
し
た
商
人
で
あ
り
、
こ
の
点
は
従
来
の
方
法
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
の
納
税
の
最
終
的
な
責
任
の
帰
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
雨
止
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
慣
行
は
、
商
人
の
貧
窮
化
を
齎
ら

す
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
側
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
七
五
五
（
乾
隆
二
〇
）
年
、
両
玄
総
督
・
鯉
海
関
監
督
か
ら
布
告
が
出
さ
れ
、
制
度
と
し

て
確
立
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
保
商
は
轡
海
関
の
税
課
に
責
任
を
負
う
べ
く
、
外
国
人
と
の
取
引
も
全
て
そ
の
名
義
で
行
な
わ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
と
実
際
に
取
引
し
た
の
は
誰
で
あ
ろ
う
と
、
保
商
の
名
義
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
納

税
責
任
も
結
局
は
そ
こ
に
帰
着
す
る
と
い
う
論
理
な
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
制
度
の
機
能
が
円
滑
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
乾
隆
二
四
（
一
七
五
九
）
年
に
卑
海
関
監
督
の
不
正
を
調
査

し
た
福
州
将
軍
新
柱
・
両
広
総
督
李
侍
尭
の
奏
摺
に
は
、

　
　
　
一
切
の
貨
物
は
各
行
商
が
み
な
言
論
讐
売
で
き
る
の
に
、
税
銀
の
納
入
に
な
る
と
、
各
行
商
は
様
子
を
窺
い
延
滞
さ
せ
る
の
で
、
勢
い
保
商
を
し
て
〔
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
買
し
た
者
に
〕
代
わ
っ
て
先
に
立
替
払
い
さ
せ
、
一
時
的
に
外
国
商
人
の
貨
銀
を
流
用
さ
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

と
見
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
輸
入
品
の
場
合
に
こ
の
種
の
納
税
延
滞
は
甚
だ
し
く
、
外
国
船
は
、
商
贔
を
受
け
た
「
洋
行
」
商
人
が
納
税
を
す

ま
せ
た
と
き
出
帆
す
る
慣
例
で
あ
・
た
た
め
・
承
り
に
風
信
を
誤
L
ぞ
い
た
と
い
菊
イ
ず
痴
が
当
豊
満
を
抱
い
て
い
た
広
東
の

通
商
条
件
の
一
つ
に
は
、
当
然
保
商
制
度
も
含
ま
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
頻
り
に
繰
り
返
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
側
の
抗
議
は
、
一
七
五
七
～
一

七
五
九
年
、
対
西
洋
貿
易
が
公
式
に
広
東
一
港
に
制
限
さ
れ
、
保
商
制
度
も
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
結
局
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　
い
っ
た
い
、
そ
れ
ま
で
の
方
法
に
加
え
、
保
身
を
設
け
る
必
要
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
海
関
当
局
に
し
て
み
れ
ば
、
最

大
の
問
題
は
、
「
行
商
の
内
に
資
本
微
薄
に
し
て
納
課
前
ま
ざ
る
者
有
り
」
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
。
　
こ
れ
は
、
海
関
当
局
に
と
っ
て
、
外
国

貿
易
か
ら
の
徴
税
が
必
ず
し
も
有
効
に
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
鯉
海
関
が
「
各
行
商
の
内
よ
り
華
実
の
人
を
選
択
し
て
保
秘
と

な
し
た
」
の
は
、
保
革
を
通
じ
外
国
船
・
外
国
商
人
を
間
接
的
に
お
さ
え
て
、
納
税
の
責
任
を
一
元
化
し
、
徴
税
ル
ー
ト
を
確
保
し
て
お
く
た

86　（696）
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め
で
あ
っ
た
。

　
ま
こ
と
に
「
銭
糧
を
慎
重
に
す
る
の
意
に
属
」
し
た
措
置
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
当
局
の
認
識
の
よ
う
に
、
外
国
貿
易
を
取
り
扱
う
「
洋
行
」

が
資
本
に
乏
し
く
、
諸
税
を
上
納
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
そ
も
そ
も
の
問
題
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
方
法
で
は
決
し
て
根
本
的
な
解
決

に
は
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
抗
議
で
問
題
が
表
面
化
す
る
と
、
清
朝
側
は
、
「
未
だ
該
夷
商
の
一
面
の
詞
に
因
り
て
遽
に
成
規
を
易
え
る

　
　
　
　
⑩

に
便
な
ら
ず
」
と
い
う
態
度
を
崩
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
改
善
は
必
要
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
乾
隆
二
五
（
一
七
六
〇
）
年
の
外
洋
行

の
分
立
、
「
公
行
」
の
設
立
が
こ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
事
象
制
度
を
強
化
す
る
方
向
で
行
な
わ
れ
た
こ

と
と
な
る
。

　
外
洋
行
と
は
「
外
洋
各
国
夷
人
の
載
貨
来
謁
・
発
売
輸
課
の
学
務
を
専
辮
」
す
る
「
洋
行
」
の
謂
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
西
洋
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

来
航
船
の
保
革
に
当
た
る
べ
き
商
人
と
そ
の
取
引
の
担
い
手
と
が
、
外
洋
行
と
い
う
名
で
公
式
に
一
元
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
各
外
洋

行
が
構
成
し
、
「
夷
船
を
公
邸
」
し
た
と
い
う
「
公
行
」
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
記
録
に
拠
る
と
、
各
外
洋
行
が
取
り
扱
う
貨
物
の
価
格
を
共

同
決
定
し
、
爾
一
化
す
べ
く
設
け
ら
れ
た
組
織
体
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
設
定
が
官
・
商
い
ず
れ
の
発
意
に
よ
っ
た
も
の
か
、
今
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
ろ
に
わ
か
に
は
定
め
が
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
国
人
か
ら
見
る
と
、
こ
う
し
た
取
引
相
手
の
あ
り
方
は
全
く
独
占
と
い
う
に
等
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
単
に
取

引
の
独
占
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
に
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
の
は
前
節
に
述
べ
た
と
お
り
で
、
こ
こ
で
あ
え
て
再
び
取
り
上
げ
る
必
要
も
あ
る
ま

い
。
こ
の
時
期
に
当
た
り
、
こ
う
し
た
形
の
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
た
意
味
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
ろ
う
。
取
引
独
占
で
は
な
く
、
納
税
・
徴
税

の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
外
洋
行
と
い
う
枠
で
西
洋
船
の
取
引
に
当
た
る
「
洋
行
」
が
公
式
に
指
定
・
制
限
さ
れ
、
「
公
行
」
に
よ
ρ
て
各
々
の

取
引
条
件
が
同
じ
と
な
れ
ば
、
貨
税
納
入
の
条
件
も
同
じ
と
な
り
、
保
商
の
把
握
が
容
易
と
な
り
、
負
担
も
軽
減
さ
れ
、
ひ
い
て
は
税
収
が
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

保
さ
れ
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
後
、
当
局
か
ら
の
要
求
は
年
々
増
大
し
て
い
っ
た
。

　
以
上
の
経
緯
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
保
商
調
度
設
立
の
動
因
と
な
り
、
そ
の
根
底
に
な
お
横
た
わ
っ
て
い
た
、
「
洋
行
」
が
「
資
本
肉
薄
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に
し
て
納
課
前
ま
」
な
い
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
前
節
所
述
の
如
く
、
以
前
に
は
対
外
貿
易
経
営
の
た

め
官
僚
よ
り
資
金
を
借
り
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
「
洋
行
」
の
資
本
不
足
は
決
し
て
こ
の
時
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
当
時
の
局
面

に
お
い
て
、
そ
れ
が
輸
入
税
の
納
入
延
滞
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
外
洋
行
商
人
播
振
承
が
「
進
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

洋
貨
を
将
て
笹
身
し
て
税
餉
を
艶
艶
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
輸
入
税
を
支
払
う
に
は
ま
ず
輸
入
品
の
販
売
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
手
続
を
取
引
の
形
態
と
あ
わ
せ
て
見
て
み
よ
う
。
一
七
五
五
年
の
記
録
に
は
、

　
　
此
処
で
の
取
引
は
バ
ー
タ
ー
と
見
倣
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
取
引
す
る
商
人
は
ほ
と
ん
ど
現
金
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
一

　
　
五
ヵ
月
な
い
し
二
年
後
、
す
な
わ
ち
、
〔
広
州
〕
城
内
の
小
売
商
人
（
ω
げ
。
喝
囚
8
℃
①
宣
旨
昏
①
O
膣
団
（
芝
げ
。
賃
。
野
卑
飢
重
目
。
。
）
）
が
そ
の
代
価
を
支
払

　
　
う
時
ま
で
、
支
払
い
を
猶
予
し
て
や
ら
ね
ば
、
彼
ら
は
商
品
を
買
っ
て
も
そ
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
金
属
類
の
み
が
慣
行
上
す
ぐ
に
換
金

　
　
さ
れ
る
商
品
で
あ
る
が
、
原
棉
も
そ
う
で
あ
り
、
大
き
な
需
要
も
あ
り
う
る
。
も
し
、
此
処
で
敢
え
て
毛
織
物
商
品
の
み
を
販
売
し
て
、
茶
や
生
糸
を
購

　
　
強
し
な
い
老
が
あ
れ
ば
、
全
て
の
商
人
か
ら
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
く
ば
、
毛
織
物
商
品
を
小
売
し
て
、
そ
の
代
価
が
得
ら
れ
る
ま
で

　
　
何
年
も
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
、
た
と
え
そ
う
し
て
も
非
常
な
困
難
が
伴
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
毛
織
物
商
品
を
搬
来
す
る
船
の
質
商
は
、
こ
れ
を

　
　
購
入
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
課
せ
ら
れ
る
関
税
〔
納
入
〕
の
責
任
を
有
し
て
い
る
の
で
、
彼
も
ま
た
ひ
ど
い
負
債
を
抱
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

　
　
　
⑱

　
　
る
。
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と
あ
り
、
当
時
の
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
要
因
の
｝
つ
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
捌
け
な
い
の
を
半
ば
承
知
で
毛
織
物
製

品
を
持
ち
込
ん
で
い
た
こ
と
を
看
取
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
こ
う
し
た
毛
織
物
製
品
販
売
に
伴
う
．
バ
ー
タ
ー
取
引
は
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
側
で
貯
・
畠
と
表
現
さ
れ
、
元
来
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

他
方
、
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
最
も
重
要
な
茶
買
付
の
た
め
、
資
金
の
乏
し
い
「
洋
行
」
に
対
し
、
茶
調
達
経
費
の
か
な
り
の
部
分
の
前
貸
を
も

行
な
っ
て
い
た
。
こ
の
両
老
は
一
七
六
九
年
に
結
合
さ
れ
、
会
社
の
毛
織
物
を
一
字
の
価
格
で
引
き
受
け
る
こ
と
を
条
件
に
、
翌
年
の
茶
取
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
た
め
の
前
貸
を
外
洋
行
が
受
け
る
と
い
う
方
法
が
始
め
ら
れ
、
一
七
七
六
年
に
は
生
糸
な
ど
の
調
達
も
含
め
常
例
と
な
っ
て
い
た
。
い
か
ほ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ど
の
茶
が
い
く
ら
で
売
れ
、
ど
れ
ほ
ど
の
毛
織
物
を
引
き
受
け
る
か
は
、
島
外
洋
行
の
交
渉
に
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状

況
と
な
っ
て
は
、
取
引
価
格
の
画
一
化
を
は
か
っ
た
「
公
行
」
の
存
在
は
、
元
来
競
合
的
な
外
洋
行
に
と
っ
て
却
っ
て
榛
桔
と
な
ろ
う
。

　
一
七
七
一
年
、
「
公
行
」
設
立
を
「
呈
請
し
た
」
は
ず
の
当
の
播
振
承
が
、
「
衆
翼
突
思
し
、
漸
く
推
誘
す
る
に
至
り
、
公
に
於
い
て
補
無
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
奔
走
し
、
「
公
行
」
解
散
を
実
現
さ
せ
た
の
は
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
保
商
制
度
に
内
在
し
た
問
題
の
対
症
療
法
と

も
い
う
べ
き
「
公
行
」
の
試
み
は
、
こ
う
し
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

清代慰海関の徴税機構（岡本）

　
鋤
　
保
商
制
度
の
破
綻

　
「
公
行
」
解
散
以
後
、
各
外
洋
行
間
の
競
争
が
前
に
も
増
し
て
激
化
す
る
一
方
、
地
方
貿
易
に
従
事
す
る
私
商
人
（
頸
ぞ
暮
Φ
巌
洞
。
冨
纂
。
・
）
の

手
許
に
資
金
が
だ
ぶ
つ
く
よ
う
に
な
る
と
、
外
洋
行
は
取
引
資
金
「
借
用
の
誘
惑
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
」
り
、
そ
の
結
果
、
莫
大
な
負
債
を
抱

え
る
も
の
が
出
て
き
た
。
一
七
七
九
年
当
時
、
外
洋
行
は
八
行
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
二
行
は
明
ら
か
に
破
産
、
二
行
は
救
い
よ
う
の
な
い
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

態
、
僅
か
に
一
行
の
み
が
信
頼
を
お
け
る
、
と
い
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
に
な
っ
て
、
乾
飯
四
五
（
一
七
八
○
）
年
の
刑
部
・
戸
部
の
会
奏
所

引
の
広
東
巡
撫
李
湖
の
上
奏
に
は
、

従
来
、
外
国
人
は
、
貨
物
を
積
載
し
て
広
東
に
来
航
し
、
各
外
洋
行
商
人
の
と
こ
ろ
に
逗
留
し
て
交
易
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
外
洋
行
商
人
は
自
分
の
行

に
逗
留
す
る
外
国
人
と
の
み
親
密
に
な
り
、
…
…
外
国
人
の
貨
物
販
売
に
は
他
行
よ
り
も
価
格
を
つ
り
上
げ
、
購
買
で
は
価
格
を
下
げ
、
た
だ
外
国
人
と

多
く
交
易
せ
ん
こ
と
の
み
を
図
っ
て
、
欠
損
を
出
し
、
つ
い
に
は
銀
を
借
り
票
に
換
え
る
と
い
う
弊
害
を
生
ず
る
に
至
っ
た
。
…
…
本
年
以
後
、
外
国
船

が
貨
物
を
積
ん
で
来
航
し
た
と
き
に
は
、
以
前
ど
お
り
熟
知
す
る
行
へ
の
逗
留
は
聴
す
が
、
輸
入
貨
物
は
各
外
洋
行
商
人
を
し
て
共
同
で
時
価
に
従
っ
て

価
格
を
定
め
た
う
え
で
販
売
さ
せ
、
輸
入
し
て
本
国
へ
持
ち
帰
る
貨
物
も
同
様
に
し
て
外
洋
行
商
人
が
代
わ
り
に
購
買
す
る
。
廉
潔
有
能
な
官
員
を
選
任

派
遣
し
て
こ
れ
を
監
督
さ
せ
る
。
…
…
す
べ
て
の
外
洋
行
の
口
銭
の
余
割
は
公
所
に
貯
え
、
ま
ず
関
税
・
船
妙
を
納
め
さ
せ
、
然
る
の
ち
に
外
国
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

〔
外
洋
行
の
負
債
を
〕
年
賦
払
い
さ
せ
る
。
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⑳

と
見
え
て
い
る
。
各
外
洋
行
共
同
で
の
価
格
画
一
化
方
式
が
復
活
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
当
局
に
よ
る
措
置
で
あ

り
、
外
洋
行
の
過
当
競
争
↓
負
債
↓
倒
産
と
い
う
悪
循
環
の
防
止
が
何
よ
り
も
そ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
保
商
た
る
べ
き
外
洋
行
が
こ
の
有

様
で
は
、
穿
海
関
の
徴
税
体
制
の
根
幹
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
局
が
外
洋
行
の
取
引
に
ま
で
干
渉
し
よ
う
と
し

た
の
も
故
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
税
収
確
保
と
外
洋
行
保
全
の
意
図
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。

　
上
の
措
置
は
、
外
洋
行
の
負
債
問
題
と
い
う
新
た
な
局
面
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
い
え
ぼ
決
し
て
「
公
行
」
の
復
活

で
は
な
か
っ
た
。
管
見
の
限
り
、
「
公
行
」
の
存
在
、
あ
る
い
は
そ
の
結
成
に
言
及
し
た
史
料
は
確
認
で
き
な
い
。
通
説
で
は
、
各
外
洋
行
の

取
引
価
格
の
画
一
化
が
「
公
行
」
設
立
の
要
件
・
指
標
と
み
な
さ
れ
、
乾
隆
四
五
年
の
措
置
は
「
公
行
」
の
再
建
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
一
七
八
二
年
確
立
の
後
、
南
京
条
約
締
結
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
「
公
行
偏
の
名
園
も
設
け
ら
れ
ず
、

一
七
八
三
（
乾
隆
四
八
）
年
の
記
録
に
、
外
洋
行
相
互
の
競
争
が
い
っ
そ
う
激
し
く
な
り
、
当
局
が
干
渉
ま
で
し
て
実
施
を
試
み
た
価
格
画
一
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
画
餅
に
等
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
一
七
九
五
年
に
も
「
公
行
（
∩
。
づ
σ
Q
寓
。
頃
σ
q
ご
復
興
の
風
聞
が
あ
っ
た
が
、
実
現
は
見
な
か
っ
た
。

当
局
が
事
態
の
さ
ら
な
る
悪
化
を
食
い
止
め
る
た
め
行
な
っ
た
の
は
、
「
公
行
」
の
結
成
で
は
な
く
、
総
商
の
利
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
総
商
と
い
う
語
句
自
体
は
、
嘉
慶
六
（
一
八
〇
一
）
年
に
は
す
で
に
見
え
て
お
り
、
ま
た
、
嘉
慶
一
四
（
一
八
〇
九
）
年
、
営
営
総
督
百
齢
ら
が
提

議
し
た
「
華
夷
交
易
章
程
」
の
第
六
条
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
当
局
に
対
す
る
役
割
が
判
然
と
規
定
さ
れ
た
の
は
、
嘉
慶

一
八
（
一
八
一
三
）
年
、
婁
海
関
監
督
徳
慶
の
斑
摺
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
不
肖
の
疲
商
」
が
貨
物
を
多
く
取
り
扱
お
う
と
「
貴

誌
賎
売
」
し
て
「
日
後
の
蔚
折
を
顧
み
」
な
い
た
め
、
「
餉
を
善
き
」
、
「
関
務
日
々
詣
る
」
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
「
向
に
董

率
の
貴
な
き
を
以
て
、
影
面
は
罪
を
避
け
て
容
隠
し
、
乏
商
は
尤
に
敷
い
て
利
を
競
う
」
こ
と
に
あ
る
。
外
洋
行
商
人
の
内
よ
り
、

　
　
身
家
股
実
・
居
心
公
正
な
画
一
～
二
人
を
択
ん
で
、
洋
行
の
事
務
を
総
理
し
、
各
商
を
率
領
し
、
夷
入
と
交
易
さ
せ
る
。
貨
物
は
、
必
ず
時
価
に
従
っ
て

　
　
　
一
葎
に
公
平
に
取
引
さ
せ
、
任
意
に
高
下
し
、
私
に
争
撹
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。

と
そ
の
対
策
が
定
め
ら
れ
、
総
商
が
取
引
・
納
税
に
お
い
て
各
外
洋
行
を
統
率
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
倒
閉
し
た
外
洋
行
に
代
わ
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清代議海関の徴税機構（岡本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
マ

る
新
商
の
選
充
に
つ
い
て
は
、
「
通
関
の
総
・
散
各
商
に
責
令
し
、
公
司
に
股
実
公
正
の
人
を
撫
回
し
、
聯
名
結
保
せ
し
め
」
、
こ
れ
に
「
餉
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
葛
欠
す
る
の
情
事
」
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
「
原
の
保
商
に
著
落
し
て
賠
撮
せ
し
む
』
と
あ
る
よ
う
に
、
一
7
5
来
対
外
的
な
徴
税
の
た
め
の
保

商
制
度
の
方
法
を
、
内
に
向
か
っ
て
も
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
妾
局
が
こ
う
し
た
方
法
で
所
期
の
目
的
を
達
す
る
に
は
、
す
で
に
事
態
は
あ
ま
り
に
も
深
刻
化
し
て
い
た
。
各
々
の
外
洋
行
は
、

膠
海
関
か
ら
見
れ
ば
諸
税
納
入
の
単
位
な
の
で
あ
り
、
取
引
に
お
い
て
も
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
保
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

乾
隆
四
二
（
　
七
七
七
）
年
に
李
湖
が
外
洋
行
商
人
た
ち
に
宛
て
た
批
に
は
、

　
　
近
日
あ
ろ
う
こ
と
か
、
外
国
人
と
信
用
取
引
を
行
な
い
、
莫
大
な
債
務
を
累
積
し
て
い
る
者
が
い
る
が
、
こ
う
し
た
大
宗
の
貨
物
は
、
す
べ
て
該
行
商
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
司
事
・
影
伴
が
外
国
人
を
熱
止
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
洋
行
の
店
舗
を
開
く
と
称
し
、
檀
に
掛
け
買
い
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
「
行
商
の
司
事
・
彩
伴
」
と
は
、
前
者
が
外
洋
行
の
事
務
を
掌
っ
た
、
い
わ
ば
経
理
担
当
者
、
後
者
が
外
洋
行
の
共
同
出
資
者
と
覚

し
い
が
、
両
者
は
、
例
え
ば
福
隆
行
の
関
祥
が
一
身
に
兼
ね
た
場
合
も
あ
り
、
明
確
に
画
分
で
き
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
ま

れ
、
外
洋
行
の
構
成
員
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
傘
の
下
で
独
自
の
取
引
を
営
ん
だ
者
に
閥
違
い
は
な
い
。
納
税
単
位
と
し
て
の
外
洋
行
は
、

い
わ
ば
解
体
を
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
で
は
、
せ
っ
か
く
の
当
局
の
措
置
で
は
あ
っ
た
が
、
各
外
洋
行
が
総
革
に
統
率
さ
れ
、
．

相
互
に
秩
序
を
保
ち
つ
つ
価
格
を
決
め
て
取
引
す
る
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
帰
正
法
（
o
。
ヨ
語
暮
雪
8
｝
3
を

契
機
と
す
る
茶
輸
出
の
飛
躍
的
増
大
が
齎
ら
し
た
広
東
貿
易
の
量
的
な
拡
大
、
質
的
な
変
化
に
対
し
て
も
、
と
て
も
対
応
し
切
れ
な
か
っ
た
。

道
光
九
（
一
八
二
九
）
年
に
は
、

　
　
数
年
以
来
、
〔
来
航
す
る
〕
外
国
船
は
田
々
多
く
、
税
課
は
日
々
旺
ん
で
あ
る
の
に
、
行
戸
は
反
っ
て
少
な
く
、
取
引
は
繁
多
と
な
り
、
周
到
に
処
理
で

　
　
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
勢
い
行
蔵
を
用
い
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
走
私
年
税
・
勾
画
分
肥
と
、
弊
害
は
百
出
し
て
い
る
。

・
い
わ
れ
・
そ
の
原
因
は
新
商
の
選
棄
件
叢
格
に
過
ぎ
ξ
と
に
あ
・
・
さ
れ
や
・
か
・
・
そ
れ
を
緩
め
た
・
こ
ろ
で
・
商
人
の
流
㈹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

品
は
混
雑
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
、
論
い
径
ち
に
夷
人
に
向
か
い
て
本
を
借
り
、
営
運
す
る
に
至
ら
ず
と
も
、
糾
彩
朋
充
の
弊
、
実
に
免
れ
難
し
」
　
9
1



と
い
う
結
果
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
海
関
当
局
に
は
事
態
改
善
の
決
め
手
は
な
く
、
そ
の
間
に
外
洋
行
の
実
体
は
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
保
商
制
度
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
現
象
は
、
以
上
の
よ
う
な
外
洋
行
の
内
側
か
ら
の
解
体
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
保
々
制
度
を
確
立
せ
し
め
た
一
七
五
五
年
置
布
告
に
よ
り
、
。
。
げ
。
℃
吋
8
℃
霞
は
、
保
商
名
義
で
行
な
わ
れ
る
以
外
、
欧
米
人
と
の
取
引

が
禁
じ
ら
れ
、
加
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
「
洋
行
」
と
の
取
引
に
係
る
大
宗
商
品
や
皇
帝
献
上
用
の
珍
品
な
ど
を
取
り
扱
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

も
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
。
・
げ
。
℃
障
①
Φ
℃
窪
と
は
、
以
後
、
中
国
語
で
は
店
戸
・
舗
戸
・
洋
貨
店
、
外
国
側
で
は
。
暮
。
・
嬢
①
ヨ
興
。
げ
㊤
ロ
富

な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
も
の
（
以
下
、
引
用
以
外
は
「
洋
貨
亡
し
の
呼
称
で
統
一
）
で
あ
り
、
第
二
節
で
は
広
東
当
局
の
報
告
に
依
拠
し
、
外
国
人
と
の

直
接
貿
易
か
ら
締
め
嵐
さ
れ
た
「
洋
貨
行
」
の
後
身
で
あ
る
、
と
推
測
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
徴
税
当
局
と
商
人
の
関
係
か
ら
改
め
て
捉
え
る

な
ら
ば
、
当
局
の
商
人
統
制
範
囲
は
意
外
に
狭
く
、
比
較
的
外
国
と
の
取
引
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
「
洋
行
」
し
か
把
握
で
き
ず
、
ま
た
、

こ
れ
を
通
じ
て
し
か
徴
税
を
実
現
し
え
な
い
た
め
、
当
局
の
側
と
す
れ
ぼ
「
洋
貨
店
」
を
外
国
と
の
直
接
取
引
か
ら
除
外
し
て
お
く
の
が
望
ま

し
か
っ
た
、
と
す
る
方
が
む
し
ろ
事
実
に
即
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
禁
令
の
発
布
自
体
、
現
実
に
は
「
洋
貨
店
」
の
取
引
が
す
で
に
盛
行

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
布
告
発
布
後
も
そ
れ
に
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
た
と
え
商
品
を
売
買
し
て
も
、
や
は
り
行
商
・
通
事
の
手
を
通
さ
な
い
こ
と
が
多
く
な
り
、
無
頼
の
二
戸
が
ひ
そ
か
に
外
国
商
館
に
赴
き
、
雲
上
交
易
し

　
　
　
て
、
税
餉
を
走
漏
し
て
い
る
。

と
乾
隆
二
四
（
一
七
五
九
）
年
の
「
防
心
外
温
潤
条
」
に
見
え
る
。
「
洋
行
」
商
人
に
よ
る
納
税
の
確
保
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
以
外
の
取
引
に
対

す
る
徴
税
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
保
商
制
度
の
効
果
的
な
実
施
は
い
か
に
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
外
国
人
と
の
商
品
売
買
に
お
い
て
「
洋

行
」
商
人
の
手
を
通
さ
な
け
れ
ぼ
、
徴
税
当
局
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
脱
税
を
意
味
し
た
。
規
定
上
は
、
保
定
の
認
可
さ
え
あ

れ
ぼ
「
洋
貨
店
」
と
い
え
ど
も
取
引
は
可
能
で
あ
る
が
、
前
者
は
黄
端
に
投
錨
す
る
外
国
船
の
保
証
人
と
な
っ
て
、
そ
の
貨
物
の
関
税
に
責
任

を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
洋
貨
店
」
が
外
国
人
と
取
引
す
る
場
合
に
は
「
表
に
出
た
が
ら
ず
、
そ
の
関
税
は
我
々
（
私
商
人
）
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
れ
を
課
す
と
こ
ろ
の
保
商
が
支
払
」
う
と
い
う
手
続
が
踏
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
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清代潟海関の徴税機講（岡本）

　
イ
ギ
リ
ス
側
で
は
、
茶
・
絹
な
ど
の
大
宗
商
品
を
扱
う
会
社
貿
易
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
私
商
人
な
ど
が
、
「
洋
貨
店
」
と
．
の
取
引
に
利
益

を
見
い
だ
す
の
は
、
い
わ
ば
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
地
方
貿
易
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
が
股
盛
に
赴
く
に
比
例
し
、
「
洋
貨
店
」

も
次
第
に
勢
力
を
拡
げ
て
い
っ
た
。
一
七
五
五
年
に
一
〇
〇
前
後
で
あ
っ
だ
そ
の
数
は
、
一
八
一
七
年
広
東
当
局
か
ら
閉
鎖
を
命
令
さ
れ
た
も

の
が
二
〇
〇
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
増
加
し
た
。
そ
の
規
模
も
、
負
債
を
抱
え
が
ち
で
「
実
際
に
は
名
前
だ
け
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
外
洋
行

商
人
の
多
く
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
」
と
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
資
金
の
乏
し
い
外
洋
行
は
、
し
ぼ
し
ぼ
こ
れ
ら
の
外
洋
行

以
外
の
商
人
（
げ
び
Φ
　
O
質
枠
ω
一
物
O
　
瞥
P
①
づ
）
と
関
係
を
結
び
」
、
後
者
の
勘
定
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
倉
庫
か
ら
船
積
を
許
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
⑪

つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
保
事
た
る
べ
き
外
洋
行
は
、
も
は
や
外
国
貿
易
の
担
い
手
と
い
う
に
は
程
遠
い
存
在
と
化
し
た
。
外
国
人
と
の
実
際
の
取
引
は
、

外
洋
行
の
内
側
か
ら
「
司
事
」
・
「
彩
伴
」
が
、
外
か
ら
は
「
洋
貨
店
」
が
保
商
の
名
義
を
借
り
つ
つ
行
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
男
海
関
か

ら
見
れ
ば
、
取
引
の
実
際
が
ど
う
で
あ
れ
、
微
税
さ
え
少
な
く
と
も
円
滑
に
行
な
わ
れ
れ
ば
、
保
商
制
度
は
奏
功
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

こ
う
し
た
状
態
で
は
、
各
外
洋
行
が
諸
税
上
納
を
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
行
な
え
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
道
光
一
四
（
一
八
三
四
）
年
の
両
全
総
督

盧
坤
・
専
海
関
監
督
彰
年
の
示
禁
は
そ
れ
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
い
よ
う
。

　
　
近
ご
ろ
射
利
せ
る
盆
画
で
洋
貨
店
を
開
設
し
、
外
洋
行
に
附
塾
し
て
外
国
人
と
交
易
し
、
値
を
下
げ
て
商
晶
を
売
り
、
大
局
を
顧
み
な
い
者
が
い
る
。
そ

　
　
の
卸
し
た
貨
物
は
疲
行
が
代
わ
っ
て
海
関
に
申
告
し
、
二
～
三
割
割
り
引
い
て
関
税
を
納
入
す
る
。
ま
た
、
外
洋
行
の
名
義
を
掲
げ
、
別
に
横
房
を
設
け

　
　
て
、
某
行
の
舗
横
と
い
う
燈
籠
を
掛
け
、
司
事
・
魑
伴
と
し
て
内
よ
り
影
射
す
る
者
が
い
る
。
そ
の
販
売
明
細
に
は
某
行
某
桟
と
称
し
て
は
い
る
が
、
そ

　
　
の
実
、
自
分
が
取
引
し
た
も
の
で
あ
る
。
外
洋
行
は
そ
の
た
め
に
名
前
を
出
し
て
関
税
を
納
め
る
の
で
あ
る
。
外
洋
行
が
た
び
た
び
倒
閉
す
る
と
、
こ
の

　
　
桟
募
を
設
け
た
人
物
は
〔
商
品
を
〕
満
載
し
て
帰
る
。
…
…
こ
の
外
洋
行
は
自
己
の
資
本
が
豊
か
で
な
い
た
め
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
体
面
を
取
り
繕
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
現
銀
を
得
て
納
税
し
よ
う
と
図
り
、
そ
の
結
果
、
海
関
の
正
税
・
雑
税
を
連
年
滞
納
し
て
い
る
の
は
、
実
に
痛
恨
の
至
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

外
洋
行
の
正
倉
・
雑
項
の
滞
納
は
、
道
光
二
二
（
一
八
三
三
）
年
に
は
＝
二
〇
万
両
余
り
に
も
達
し
て
い
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
謬
海
関
か
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⑭

ら
戸
部
へ
送
ら
れ
る
税
銀
の
滞
納
を
も
結
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
　
竃
。
話
ρ
o
》
ミ
‘
＜
o
一
」
℃
℃
・
爬
ミ
■

②
　
さ
ミ
‘
＜
o
一
。
9
℃
．
一
P

⑧
き
ミ
こ
く
。
｝
．
ど
℃
。
ま
O
．

④
「
乾
田
二
十
四
年
嘆
伝
馬
通
商
案
」
『
史
料
旬
刊
』
第
四
期
、
「
新
柱
等
参
審
明

　
李
永
標
各
戸
摺
」
、
頁
天
一
二
二
。

⑤
　
大
掴
み
に
い
え
ば
、
徴
税
の
役
割
に
加
え
、
外
国
人
の
不
正
行
為
取
締
に
対
す

　
る
貴
男
も
あ
っ
た
（
竃
。
話
ρ
§
．
ミ
‘
＜
9
．
9
℃
や
鱒
P
ω
。
。
～
ω
ρ
具
体
的
事

　
例
は
、
許
地
山
編
『
達
衷
集
』
、
一
九
二
八
年
初
版
、
龍
門
書
店
、
一
九
六
九
年
、

　
頁
一
〇
九
～
一
一
一
、
一
九
四
～
二
＝
、
を
参
照
）
が
、
後
者
は
外
国
船
・
外

　
国
商
人
を
イ
ヤ
マ
ー
ク
し
、
密
輸
・
脱
税
を
防
止
す
る
と
い
う
前
者
の
機
能
か
ら

　
派
生
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
人
的
な
統
制
と
い
う
役
割
が
史

　
料
に
現
わ
れ
る
の
は
徴
税
の
そ
れ
よ
り
時
期
が
遅
い
。
な
お
、
保
商
雲
量
全
体
を

　
構
成
し
た
諸
要
素
お
よ
び
そ
の
機
能
の
系
統
的
な
検
討
は
、
こ
れ
を
別
義
に
譲
る
。

⑥
窯
。
誘
ρ
愚
．
無
馬
こ
や
3
．

⑦
奪
ミ
‘
唱
や
δ
～
二
、
N
ρ
G
。
。
。
～
⇔
O
・

⑧
　
同
註
④
。

⑨
前
掲
「
新
柱
無
憂
審
明
旦
馬
標
各
款
摺
」
、
買
天
一
二
二
。
鑓
。
巌
ρ
§
。
ミ
’

　
や
℃
．
謡
～
刈
。
。
．
ま
た
、
湯
瀬
龍
「
十
八
世
紀
中
葉
蜷
海
関
的
腐
敗
」
、
包
遵
彰
・
李

　
定
一
・
呉
相
湘
編
『
中
園
近
代
史
論
叢
』
第
一
輯
第
三
冊
、
正
中
痘
苗
、
一
九
五

　
六
年
、
頁
一
四
七
～
｝
四
九
、
を
併
照
。

⑩
前
掲
「
新
柱
等
奏
審
明
李
永
標
各
款
摺
」
、
頁
天
一
二
二
。
鑑
。
屋
p
号
．
ミ
こ

　
や
鐸

⑪
国
出
．
℃
葺
。
冨
昼
勝
山
。
6
ミ
隷
§
尋
ミ
§
窮
急
ミ
“
砧
§
縛
詫
ミ
§
§

　
魯
蓄
叙
肉
尉
ミ
馬
§
ミ
9
ミ
四
h
蔑
歩
q
轟
く
2
。
。
｛
曙
9
H
＝
一
呂
冴
ω
ε
〔
濠
ω
鍔
ω
o
o
智
一

　
し
白
0
8
鵠
o
ρ
＜
o
ド
一
8
乞
。
。
。
．
丁
目
一
〇
鱒
ρ
剛
）
℃
・
＝
Q
。
～
＝
圃
　
は
、
前
節
所
述
の

　
楊
文
乾
の
付
加
税
徴
収
方
式
を
保
商
制
度
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
み
な
し
、
ま
た
、

　
佐
々
木
前
掲
「
嬉
海
関
の
隈
規
」
、
頁
一
四
五
、
一
四
九
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
と
中

　
国
」
、
頁
三
七
三
、
同
「
清
代
広
東
の
行
商
制
度
に
つ
い
て
」
、
百
ハ
五
六
～
五
七
、

　
も
や
は
り
「
行
頭
」
な
い
し
「
専
行
」
が
保
蒲
扇
度
に
移
行
し
た
、
と
の
見
解
を

　
採
っ
て
い
る
。
外
洋
行
の
設
定
を
震
過
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
い
ず
れ
も
不
十

　
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

⑫
前
掲
『
嬉
海
関
志
』
巻
二
五
、
頁
＝
。
鷺
。
話
ρ
愚
・
ミ
・
・
℃
や
㊤
b
。
～
り
ω
・

⑱
き
ミ
”
℃
」
・
。
①
・

⑭
前
掲
『
男
海
関
志
』
巻
一
五
、
「
奏
課
二
」
、
頁
一
九
。

⑮
竃
。
話
ρ
§
・
ミ
こ
や
b
。
禽
．
慰
撫
由
編
前
掲
書
、
頁
＝
二
九
～
一
四
〇
、
を
参

　
照
。

⑯
㌶
。
誘
¢
℃
§
．
ミ
‘
＜
o
ド
伊
℃
や
鱒
轟
覧
。
。
S
8
払
ヨ
～
コ
①
し
縁
¶

⑰
奪
ミ
．
、
℃
」
9

⑱
き
ミ
‘
く
。
ゲ
ト
。
”
や
q
ω
顧

⑲
奪
ミ
‘
＜
。
ド
伊
署
払
呂
～
麟
し
。
’

⑳
前
掲
『
毒
海
関
志
』
巻
二
五
、
頁
二
。
℃
．
〉
に
σ
。
さ
O
ミ
こ
3
ピ
9
己
。
詳
お
。
。
幽
辱

　
や
嵩
。
。
■
口
畠
O
o
a
一
〇
さ
、
．
い
①
ω
冨
騨
岩
冨
匿
ω
駕
窒
蹉
8
ω
9
0
舘
8
p
．
、
↓
．
。
ミ
碍

　
、
黛
。
騨
く
。
ド
Q
。
鴫
δ
O
N
噂
や
さ
。
露
～
b
。
り
ト
⊃
．
に
、
「
公
行
」
解
散
を
出
口
示
し
た
総
督
の

　
布
告
の
仏
訳
テ
キ
ス
ト
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
竃
。
話
①
ヤ
§
．
ミ
．
、
く
。
一
’
b
。
」
娼
℃
’
愈
～
＆
い
鰹
．

⑳
前
掲
『
樽
海
関
志
』
巻
二
五
、
頁
四
。

⑳
レ
♂
誘
①
v
。
》
ミ
‘
需
ふ
。
。
～
窃
㊤
’
O
o
a
否
勺
。
》
ミ
「
も
や
塾
。
曾
～
8
。
。
’

＠
　
鼠
。
話
①
”
§
凸
ミ
‘
や
α
。
。
．
き
帖
斜
ワ
◎
。
卜
。
．
に
「
公
行
（
O
o
－
頃
§
α
q
）
が
確
立
し

　
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
外
洋
行
の
数
が
旧
態
に
復
し
た
（
。
h
■
O
o
a
む
び
愚
．
無
計

　
鵠
N
O
Q
。
．
）
こ
と
に
対
す
る
モ
ー
ス
氏
の
一
見
解
に
過
ぎ
ず
、
管
見
の
限
り
中
国
側
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史
料
に
は
「
公
行
」
な
る
字
句
は
確
認
で
き
な
い
。
然
る
に
、
郭
廷
以
編
『
近
代

　
中
国
史
隔
第
一
冊
、
商
務
印
再
読
、
一
九
四
一
年
、
頁
岩
二
七
、
三
七
七
、
は
全

　
く
こ
れ
に
従
っ
て
お
り
、
他
の
諸
研
究
も
概
ね
一
七
八
○
年
の
「
公
行
」
再
建
、

　
以
後
の
存
続
を
疑
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
　
一
七
七
八
年
、
外
洋
行
に
よ
る

　
「
公
行
」
再
設
の
風
聞
は
、
嬉
海
関
当
局
が
明
確
に
否
定
し
て
い
る
（
許
地
山
編

　
前
掲
書
、
面
一
五
三
～
一
五
六
。
竃
。
屋
や
愚
．
亀
嵩
℃
幽
。
。
。
。
．
）
。
　
こ
れ
を
外
国
側

　
に
対
す
る
遁
辞
に
過
ぎ
な
い
と
断
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
当
局
は
消
極
的
だ
っ
た

　
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
註
⑳
所
掲
の
史
料
は
、
「
公
行
」
が
一
七

　
八
○
年
前
後
に
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
傍
証
の
一
つ
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
通
説

　
は
、
南
京
条
約
第
五
条
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
、
「
額
設
行
商
、
亦
称
公
行
者
」
（
英
文
テ

　
キ
ス
ト
で
は
、
．
、
o
①
詳
9
ぎ
Ω
凱
⇔
①
ω
o
鍔
窪
魯
㊤
葺
ω
。
巳
δ
α
類
。
コ
σ
q
冨
窪
0
7
ρ
昌
富

　
（
o
吋
9
げ
§
α
q
）
、
、
と
あ
る
）
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
公

　
行
」
と
い
う
用
語
は
い
さ
さ
か
唐
突
か
つ
不
可
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、
根
岸
借

　
『
支
那
ギ
ル
ド
の
研
究
』
、
斯
文
書
院
、
第
四
版
、
一
九
四
〇
年
、
頁
三
九
一
、
の

　
よ
う
に
、
外
洋
行
と
同
義
的
な
公
行
と
い
う
用
語
法
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
の
か
も

　
し
れ
な
い
が
、
モ
；
ス
氏
は
東
イ
ン
ド
会
社
史
料
に
散
見
さ
れ
る
0
9
頑
瓢
9
薦

　
（
魏
「
公
行
」
）
と
O
o
占
9
薦
を
明
ら
か
に
混
廻
し
て
い
る
（
後
縁
⑲
参
照
）
。
厳

　
密
な
意
味
で
の
「
公
行
」
は
、
一
七
六
〇
年
か
ら
一
七
七
一
年
の
問
に
し
か
存
在

　
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

　
　
竃
。
誘
。
”
魯
●
ミ
こ
℃
℃
。
α
。
。
～
紹
．

⑮⑳　
　
N
ぽ
3
や
Φ
。
。
・

⑳　　
き
ミ
‘
℃
や
b
。
Φ
o
。
～
ま
り
■

　
　
許
地
山
編
前
掲
書
、
頁
一
九
八
。

⑱　
　
『
清
代
外
交
史
料
』
嘉
慶
朝
三
、
　
「
両
目
総
督
熟
田
等
奏
甘
葛
華
夷
交
易
章
程

⑳　
摺
」
、
頁
一
〇
、
「
嗣
後
夷
貨
到
時
、
由
監
督
親
督
洋
行
総
商
、
於
公
司
館
内
、
藁

　
公
按
股
籔
禦
、
均
句
分
擾
」
と
あ
る
。
こ
の
条
は
、
同
君
、
「
軍
機
大
臣
慶
桂
等

　
奏
会
議
両
広
総
督
百
齢
等
奏
酌
欝
民
夷
交
易
章
程
逐
款
鷹
陳
書
即
答
」
、
頁
、
～
七

　
～
一
八
、
で
議
駁
さ
れ
た
。
竃
。
窃
。
い
号
’
ミ
‘
＜
o
一
周
ω
”
℃
憎
噛
一
一
一
～
一
這
．
に
、

　
「
皇
帝
は
O
o
ぎ
p
σ
q
設
立
に
同
意
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
」
と
あ
り
、
日
付

　
か
ら
み
て
こ
の
議
駁
を
指
し
た
も
の
に
間
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
O
o
占
8
α
q

　
と
は
、
「
公
行
」
な
る
組
織
を
指
す
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
用
り
O
o
拭
δ
さ
ト
a

　
、
着
噛
§
§
G
ミ
§
§
畑
b
ミ
志
ミ
ミ
ミ
鴨
演
唱
、
鴨
”
6
0
ヨ
．
一
、
勺
錠
一
。
ウ
し
。
。
。
。
。
。
㌧
℃
「

　
卜
。
Q
。
メ
に
、
、
．
O
o
冨
二
目
ω
8
。
。
い
ヨ
鴛
。
冨
嵩
α
ω
ρ
巳
o
O
旨
旨
。
唇
。
暮
。
呂
9
霧
ぞ
。
ヨ
O
馨

　
p
ぐ
Φ
。
一
①
ω
目
論
。
笠
窪
ω
、
．
と
あ
る
と
お
り
、
総
商
に
統
率
さ
れ
た
外
洋
行
の
集

　
合
的
な
呼
称
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
前
に
、
一
般
的
な
呼
称
に
従
い

　
「
公
行
」
と
い
う
語
を
用
い
た
（
拙
稿
「
洋
関
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
『
棄
洋
史
研

　
究
』
五
〇
巻
一
号
、
一
九
九
一
年
、
頁
六
〇
、
六
一
、
六
五
、
七
七
、
八
一
、
八

　
四
）
が
、
こ
れ
は
一
律
に
外
洋
行
と
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑳
前
掲
『
清
代
外
交
史
料
』
嘉
慶
朝
四
、
「
嬉
海
関
監
督
二
言
奏
査
辮
関
務
情
形

　
並
難
剛
設
洋
行
蛾
軸
商
凹
摺
ご
、
頁
六
。
ま
た
、
雷
撃
O
こ
、
O
ミ
さ
鴨
的
ミ
魯
馬
O
O
ミ
§
勘
鷺
雨

　
ミ
“
ぎ
窺
ミ
聴
＆
ト
ミ
駐
㌧
唱
■
心
い
O
’

⑳
許
地
山
編
前
掲
書
、
頁
一
四
七
。

⑫
　
前
掲
『
清
代
外
交
史
料
』
慕
慶
朝
四
、
「
霧
海
関
監
督
穂
慶
奏
査
辮
関
務
情
形

　
並
請
設
洋
行
総
商
摺
」
、
頁
五
。
許
地
山
編
前
掲
書
、
頁
一
二
｝
。

⑳
　
前
掲
『
嬉
海
関
志
』
巻
二
五
、
頁
一
九
。

＠
　
　
『
簿
辮
夷
務
始
末
』
道
光
朝
、
巻
九
、
頁
二
〇
。
前
掲
『
嬉
海
関
憲
』
巻
二
五
、

　
頁
二
〇
～
二
四
、
を
併
照
。

⑳
　
鍔
。
笏
ρ
愚
．
ミ
‘
＜
o
ド
伸
や
自
．

⑳
　
「
乾
隆
二
十
四
年
嘆
暗
嘱
通
商
案
」
『
史
料
旬
刊
』
第
九
期
、
「
李
望
診
摺
三
」
、

　
頁
天
三
〇
八
。

⑳
　
客
O
話
曾
σ
2
σ
Q
》
b
ご
ミ
驚
き
↓
ミ
§
ミ
ミ
§
ξ
ミ
§
恥
曼
O
ミ
ぎ
嵐
き
早

　
鳶
㌧
O
ρ
ヨ
げ
臥
£
㊦
℃
ち
田
、
℃
幽
寵
’

⑱
竃
。
冨
ρ
。
》
ミ
‘
や
轟

⑳
　
』
ミ
無
界
愚
ミ
ト
、
§
こ
ぎ
忽
N
ミ
9
ミ
ミ
鷺
偽
§
§
・
§
こ
熔
ミ
§
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野
無
㌧
↓
ミ
ミ
O
睾
鴬
ミ
運
（
G
ミ
§
『
着
§
）
魑
。
。
｝
三
ざ
一
Q
。
。
。
O
』
ユ
昌
q
三
＜
⑦
笏
一
ξ

　
℃
お
ω
ω
〉
「
＄
Q
Q
ε
＆
o
。
陰
。
り
。
凱
。
ω
噛
じ
σ
ユ
ニ
ω
げ
勺
”
ユ
雪
巳
⑦
馨
ρ
曙
勺
鱒
℃
2
，
ρ
O
ぼ
墨
、

　
命
く
9
㎝
こ
く
。
一
．
ω
8
δ
譲
”
で
」
二
．

⑳
奪
ミ
‘
や
ミ
直
・

⑳
N
ミ
罫
ワ
①
い
淘
憩
ミ
ζ
憶
。
ミ
§
曾
㍉
ミ
O
§
N
ミ
ミ
§
＆
き
N
詫
ミ
ト
。
ミ
吻
皆

　
一
Q
。
ら
。
9
℃
．
も
。
㊤
。
。
■

＠
　
佐
々
木
正
哉
編
『
鴉
片
戦
争
以
前
中
出
交
渉
文
書
』
、
巌
南
堂
、

　
頁
三
四
。

＠
　
晶
嗣
…
掲
『
身
海
関
志
』
轟
管
一
四
、
「
塞
ハ
課
一
」
、
頁
五
一
～
五
六
。

⑭
　
同
右
、
巻
一
五
、
「
奏
課
二
」
、
頁
二
五
～
三
一
。

一
九
六
七
年
、
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む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
八
三
四
年
前
後
、
外
国
貿
易
と
蓼
海
関
の
徴
税
を
結
び
つ
け
る
べ
く
設
け
ら
れ
た
滞
空
制
度
は
明
ら
か
に
破
綻
に
瀕
し

て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
年
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
広
東
か
ら
退
場
す
る
と
、
こ
れ
に
よ
り
「
商
多
く
人
雑
に
し
て
事
に
統
属

な
」
く
な
る
の
を
恐
れ
た
酒
壷
当
局
は
、
こ
れ
ま
で
地
方
貿
易
に
従
事
す
る
外
国
船
に
立
て
ら
れ
て
い
た
「
認
保
」
に
加
え
、
こ
の
「
認
保
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
対
し
保
証
貴
任
を
負
う
「
派
保
」
を
設
定
し
た
。
い
わ
ば
二
重
の
保
湿
照
度
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
清
朝
当
局
者
に
は
、
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
取
り
立
て
る
こ
と
と
外
国
商
人
を
従
順
に
振
る
舞
わ
せ
る
た
め
の
機
構
と
し
て
、
言
訳
制
度
以
外
の
も
の
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

」
つ
。

　
そ
れ
で
は
、
当
時
の
外
国
側
、
な
か
ん
ず
く
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
は
、
広
東
当
局
が
こ
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
固
執
し
て
い
た
、
各
外
洋
行
の
取

引
に
始
ま
り
、
保
商
を
経
て
鯉
海
関
に
及
ぶ
徴
税
体
系
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
す
び
と
し
て
、
こ
の
点
を
簡
単
に
論
じ

て
、
南
京
条
約
、
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
若
千
の
見
通
し
を
得
て
お
き
た
い
。

　
東
イ
ン
ド
会
社
の
中
国
貿
易
独
占
の
廃
止
以
前
、
私
商
人
に
突
き
上
げ
ら
れ
て
管
貨
人
委
員
会
（
昏
①
。
り
巴
①
9
0
。
巳
零
幸
8
。
h
ω
意
①
旨
母
σ
q
。
Φ
ω
）

が
一
八
二
九
年
に
提
出
し
た
貿
易
条
件
の
改
善
要
求
に
、

　
　
保
商
は
実
際
に
は
外
国
人
の
行
動
を
規
制
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
保
管
を
必
要
と
す
る
法
は
、
謬
海
関
が
口
実
を
設
け
て
金
銭
を
強
要
す
る
の
に
資

　
　
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。



清引縄海関の徴税機横（岡本）

と
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
保
革
制
度
は
実
の
伴
わ
な
い
外
洋
行
か
ら
、
ひ
い
て
は
自
分
た
ち
か
ら
海
関
調
理
が
金
銭
を
搾
り
取
る
手
段
と
し

か
、
彼
ら
の
眼
に
映
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
保
商
を
立
て
る
必
要
の
な
き
こ
と
、
外
洋
行
商
人
な
い
し
は
通
事
の
仲
介
を
経
ず
に
税
を
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

金
で
支
払
う
べ
き
こ
と
」
を
要
求
し
て
い
る
。
一
八
三
二
年
に
は
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
（
U
μ
乏
同
毎
㊤
ヨ
｝
鎚
蝕
器
）
が
い
み
じ
く
も
、

　
　
　
〔
清
朝
の
官
憲
が
〕
外
洋
行
商
人
か
ら
関
税
を
徴
収
し
、
金
銭
を
強
要
す
る
現
在
の
方
法
が
存
在
し
て
い
る
う
ち
は
、
中
国
貿
易
が
開
放
さ
れ
て
も
、
イ

　
　
ギ
リ
ス
は
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
重
要
な
利
益
を
も
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
述
べ
て
い
る
、
私
商
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
「
中
国
貿
易
の
開
放
」
だ
け
で
は
全
く
不
十
分
で
、
保
商
制
度
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
外
洋
行

の
納
税
と
い
う
鯉
海
関
の
徴
税
原
則
の
改
変
ま
で
も
必
要
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
独
占
廃
止
後
も
、
こ
う
し
た
考
え
方

に
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
考
え
方
を
い
っ
そ
う
敷
養
し
た
も
の
と
し
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
に
勤
務
し
、
長
年
の
貿
易
経
験
を
有
し
た

人
物
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
こ
う
し
た
（
官
僚
が
外
洋
行
か
ら
金
銭
を
徴
収
す
る
）
慣
習
が
存
在
す
る
限
り
、
…
…
中
国
政
府
と
結
ば
れ
る
い
か
な
る
条
約
も
税
率
も
必
ず
忌
避
さ
れ

　
　
る
か
、
誤
っ
た
方
向
へ
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
皇
帝
は
外
洋
行
（
O
号
。
お
）
制
度
の
全
廃
と
い
う
選
択
を
思
い
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ

　
　
て
中
国
商
人
の
間
に
束
縛
の
な
い
競
争
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
予
想
し
う
る
最
も
喜
ぶ
べ
き
結
果
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
提
案
を
受
け
入
れ

　
　
る
に
は
警
戒
が
必
要
で
あ
る
。
外
洋
行
が
廃
止
さ
れ
る
な
ら
ば
、
海
関
は
改
組
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
さ
も
な
く
ぼ
、
こ
の
弊
害
は
、
単
に
場
所
を
変

　
　
え
る
だ
け
で
根
絶
さ
れ
る
こ
ど
は
な
い
だ
ろ
う
。
官
僚
の
強
請
は
、
今
の
外
洋
行
商
人
と
同
様
、
〔
将
来
の
〕
‘
自
由
商
人
に
も
付
き
ま
と
う
で
あ
ろ
う
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
外
洋
行
の
廃
止
は
、
や
は
り
関
税
徴
収
の
よ
り
よ
き
方
法
と
外
国
人
の
倉
庫
の
所
有
が
伴
わ
ね
ば
、
全
く
効
果
の
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
最
も
必
要
と
し
た
も
の
に
は
、
保
商
制
度
に
代
わ
る
「
関
税
球
場
の
よ
り
よ
き
方
法
（
帥
σ
Φ
ヰ
窪
照
ω
富
ヨ
。
h
8
目
φ
蓬
β
σ
q

昏
Φ
9
の
8
B
。
。
含
欝
ω
）
」
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
一
八
四
二
年
八
月
一
二
日
、
ア
ヘ
ン
戦
争
終
結
の
た
め
の
条
約
交
渉
に

お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
領
事
の
設
置
に
加
え
、

　
　
　
一
定
数
の
外
洋
行
商
入
が
取
引
に
あ
た
る
き
ま
り
は
、
今
後
必
ず
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。
我
が
イ
ギ
リ
ス
商
人
は
、
何
人
と
取
引
し
て
も
、
ま
た
、
納
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⑥

　
　
め
る
べ
き
関
税
を
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
わ
た
し
、
転
じ
て
海
関
に
納
め
さ
せ
て
も
、
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。

と
い
う
要
求
を
提
示
し
た
。
外
国
商
人
と
警
海
関
の
間
に
介
在
し
た
外
洋
行
か
ら
保
母
に
及
ぶ
納
税
の
役
割
は
そ
の
ま
ま
、
領
事
を
し
て
代
替

さ
せ
よ
う
と
す
る
企
図
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
と
こ
ろ
が
、
清
朝
側
の
欽
差
大
臣
蕎
英
ら
の
了
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
要
求
が
南
京
条
約
を
始
め
と
す
る
諸
協
定
に
明
記
さ
れ
る
こ
と

は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
南
京
条
約
の
第
二
条
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
納
税
を
領
事
が
「
監
督
す
る
」
こ
と
を
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
船
の
担
保

責
任
を
保
商
に
代
わ
っ
て
領
事
が
負
う
こ
と
を
規
定
し
た
五
十
通
商
章
程
の
第
＝
一
条
に
も
密
輸
の
防
止
を
謳
う
の
み
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス

全
権
ポ
テ
ィ
ン
ジ
ャ
ー
（
。
。
ぼ
頃
9
蔓
団
。
簿
ぎ
σ
q
貫
ゆ
聾
σ
鍵
。
器
け
）
は
、
領
事
の
関
税
代
納
で
は
な
く
、
外
国
商
人
に
よ
る
納
税
に
対
す
る
「
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

督
し
の
義
務
を
再
三
強
調
し
、

　
　
　
〔
イ
ギ
リ
ス
〕
政
府
は
、
そ
の
嘗
吏
を
以
て
、
廃
止
さ
れ
た
外
洋
行
商
人
と
い
う
媒
介
の
消
失
を
多
少
な
り
と
も
補
填
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
考
え
方

　
　
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
誤
っ
て
お
り
、
不
合
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
の
知
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
官
許
の
外
洋
行
商
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
如
き
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
四
港
を
含
ん
だ
五
港
に
、
通
商
章
程
や
税
率
蓑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

と
言
明
し
て
い
る
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
認
識
す
る
に
至
っ
た
詳
細
な
事
情
は
な
お
開
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
言
に
依
拠
す
る
限
り
、
イ
ギ
リ

ス
領
事
に
よ
る
魚
商
制
度
の
代
替
は
、
広
東
の
特
殊
な
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
五
港
全
体
を
対
象
と
す
る
普
遍
的
な
規
定
に
は
適
し
な

い
、
と
い
う
理
由
で
却
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
採
用
さ
れ
た
、
い
わ
ば
五
港
に
普
遍
的
な
条
款
は
、
上
海
で
は
外
国
人
税
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

司
多
度
設
立
の
一
つ
の
背
景
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
毒
海
関
の
徴
税
機
構
に
お
い
て
は
、
以
後
、
ど
の
よ
う

に
運
用
さ
れ
、
い
か
な
る
現
象
を
結
果
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
際
は
本
稿
の
論
旨
を
継
承
す
べ
き
銅
管
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
　
蒋
廷
繊
編
『
簿
辮
夷
務
始
末
補
遺
』
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
道

　
光
朝
第
二
器
、
頁
一
九
二
、
二
〇
一
～
二
〇
二
。

②
　
〉
．
一
■
Q
Q
震
σ
q
睾
r
≧
鞠
唄
？
O
凄
旨
携
恥
O
§
§
ミ
8
ミ
牌
純
b
愚
馬
§
ミ
遷
地
O
蕉
o
a
、

　
δ
0
8
や
一
9

③
寓
。
話
ρ
。
賢
ミ
こ
く
。
『
劇
℃
℃
噛
b
。
8
噛

④
　
O
屋
曾
σ
窪
α
q
”
魯
・
ミ
ニ
ワ
ド
お
・
田
中
正
俊
「
「
中
国
人
と
の
自
由
貿
易
」
（
一
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八
三
三
年
十
二
月
）
に
つ
い
て
」
、
『
榎
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、
山
川
出

　
版
社
、
一
九
七
五
年
、
頁
三
四
四
、
三
六
三
、
を
も
参
照
。
「
中
岡
貿
易
の
開
放

　
（
冒
δ
］
o
℃
①
三
共
α
q
［
o
畠
§
o
嘗
9
血
Φ
8
0
三
岡
彰
）
」
と
は
、
前
者
の
い
う
よ
う
に

　
東
イ
ン
ド
会
社
の
中
国
貿
易
独
占
廃
止
を
指
す
も
の
か
、
後
者
の
示
唆
す
る
広
東

　
以
外
の
通
商
地
の
獲
得
を
い
っ
た
も
の
か
、
は
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
さ
し

　
あ
た
り
こ
こ
で
は
両
者
を
含
意
さ
せ
て
お
く
。

⑤
旨
罫
空
。
冨
a
ω
o
斜
§
馬
○
ミ
噛
§
恥
侮
§
ミ
ミ
』
譜
§
ぎ
嵩
、
恥
§
O
黛
ミ
§

　
ミ
ミ
暮
馬
費
b
魯
ぴ
O
帥
簿
。
コ
”
一
〇
。
。
。
○
。
”
℃
ワ
＆
～
ミ
．

⑥
佐
々
木
正
哉
編
『
鴉
片
戦
争
の
研
究
資
料
篇
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
山
ハ
四
年
、
百
ハ
ニ
○
○
。

⑦
召
集
、
頁
二
〇
七
。
Ω
①
器
『
毘
O
o
霞
霧
娼
。
ロ
自
①
ロ
。
。
」
O
置
コ
p
（
H
◎
。
嶺
1
お
O
卜
。
y

　
男
○
嵩
＼
密
・
U
o
陣
2
ぐ
。
旨
窪
㊦
囲
ヨ
℃
o
誌
9
0
0
日
邑
富
風
。
西
翠
ρ
届
く
一
8
δ
団

　
8
寓
。
『
鷺
a
①
ω
身
．
笛
謹
〇
三
℃
0
8
暮
貯
蔓
’
〈
諦
げ
①
自
δ
。
・
罎
。
噛
同
コ
9
9
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cords，　with　an　emphasis　on　llth　century．　The　baブocho馬上i隈were　re－

gisters　drawn　up　in　each　district　by　kendenshi骨牌使：who　took：records

out　in　the　field．　For　each　tsttbo坪of　the　forisei条里制lalld　measurement

system，　they　recorded　the　condition　of　cultivation　and　of　the　harvest，　the

name　of　the　cultivator，　and　the　liability　or　exemption　of　the　land　for　tax

purposes．　The　kenden　mofeuroku　et田目録，　which　were　records　of　the　total

area　of　paddy　fields，　were　then　written　up　on　the　basis　of　these．　ln　the

process　of　making　these　two　kinds　of　records，　the　tax　exemption　licenses

of　the　lords　of　the　manors　were　scrutinized．　These　were　supposed　to　be

made　each　・year，　but　in　reality　they　were　only　made　in　the　first　year　that

a　new　governoy　was　appointed．　On　the　other　hand，　the　fbcden　feendencho

負田検田帳were　records　on　which　the　total　area　of　cultivated　paddy　fields

were　recorded　by　tax　unit（fuden負田or　myo名）．　They　were　drawn　Up

each　year　and　ins鉾cted　at　the勉κ4θ％訪。検欝所．　These　Iast　records　were

’not　only　used　to　count　etp　by　each　fuden　the　number　・of　fields　to　be　taxed，

but・　also　to　settle　the　payments　of　the　faden　taxes．　Thus　1　have　argued

in　this　paper　that　the　cadastral　surveys　of　the　llth　century　were　formed

ih　the　Iatteri　haIf　of　the．ユOth　century　on．the　basis　of　the　crop　surveys　of

the　ritsttryo　system，　and　that　they　changed　into　kenchte検注that　were

－carried　out　by　provineial　governors　in　the　first　yeat　of　their　appointment．

Th・．耳・n．9．晦。瞬r・＃曝th・C・ゆρ只・tqm・H・u・9．

　　　　；with　special　reference　to・the・security　merchant　systern

by

OKAMoTo　Takashi

　　Since　H．　B．　Mdrse’s　authoritatlve　studies，　the　lincensed　guild　monopoly

known　as　the　‘Co－hong”has　been　regarded　as　the　most　important

component　of　the　Canton　Systern　which　regulated　China’s　European　trade

uhtill　the　Treaty　of　Nanking　in　1842．　To　be　sure，　this　viewpoint　is　not

false　Per　se，　yet　it　undoubtedly　overlooks　various　other　aspects　of　the　hong

merchants．　Dea！ing　with　the’hdAg　merchants’　relations　with　the　customs

house　authorities　at　Canton　and　with　foreign　merchants，　this　paper　reveals

・how　the．system　for　levying　duties　on　the．Western　trade　qt・Canton　comm一

・enced，　deVeloped　and　finally　broke　down．
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The　establishment　of　the　Canton　customs　house，　which　absorbed　rather

thaR　succeeded　the　maritime　supervisorate　at　Macao，　involved　the　distln－

ctio且of　yang－huo　hang洋貨行・ffom　ordinary　native　brokers　in　Canton　for

the　purpose　of・levies　on　maritime　trade．　Both　the　transaction　of　foreign

trade　and　the　co11ection　of　taxes　from　it　were　entrusted　exclusively　to

several　of　the　more　influential　brokers　among　the　yang－hang洋行，　who

were　・to　be　the　hong　merchants．　Under　the　name　of　f　security　merch－

ants　’，　these　brokers　were　eventually　obliged　to　’secure　all　the　duties　on

Sino－European　trade．　Since　this　security　merchant　system　did　not　work

well　from　the　begiRning　due　to　a　lack　of　funds　on　the　part　of　the　kong

merchants，　such　remedies　as　the　establishment　of　the　lez〃zg－hang公行（not

identical　with　the　‘Co－hong’）　and　the　designation　of　senior　merchants

were　unsuccessfully　attempted．　Due　to　a　rise　in　the　outside　merchants’　un－

scrupulous　dealings　with　foreign　merchants，　the　system　worked　worse

and　worse．　ln　negotiations　of　the　Treaty　of　Nanking，　the　British　had

demanded　that　consuls　be　substituted　as・intermediaries　between　foreign

merchants　and’　the　customs　houses　in　place　of　the’　security　merchants，

of　whom　the　country　traders　especially　had　complained．　Nevertheless，

although　ene　of　the　treaty・articles　provided　foy　the　abolition　of　．the

‘Co－hong，’　the　treaty　did　not・　actually　contain　any．　stipulations　to　meet

the　British　demand．　This　fact　was　to　bring　about　further　problems　in

the　tax　collection　system　of　the　post－treaty・Canton　customs　house．

　　The　System　of　Purchased　CommissiOns

　　　　in　the　19　th　Century　British　Army’

The　appointment，　promotion，　and　retirement　of　oMcers

by

MuRAoKA　Kenji

　　Until　1871　the　recruitment　and　promotion　of　British　army　othcers　had

been　handled　through　the　sale　of　commissions，　a　system　which　dated

back　to　the　Middle　Ages．　This　may　seem　strange　if　one　considers　that

at　that　time　Britain　was　said　to　be　the　most　advanced　country　in　the

world，　but　it　is　nonetheless　true．　As　Britain　did　not　experience　the　so－

called　“　bourgeois　revolutions　”　of　the　18th　and　19th　centuries，　many　of　the
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